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第２回千代田区行政評価委員会（全体会）議事録 

日 時：平成29年８月29日（火）午後１時30分～４時55分 

場 所：千代田区役所８階 第１委員会室 

出 席 者：（委 員 長）石川委員 

     （副委員長）山口委員、島崎委員 

     （委 員）大矢委員、小川委員、歌川委員、田中委員、松本委員、門口委員、 

           細越委員、保科委員、大森委員、坂田委員、清水委員、須田委員、 

古田委員、亀割委員、湯浅委員、中田委員、大谷委員 

     （学識委員）朝日委員、出雲委員、鈴木委員、谷本委員、松井委員、村上委員 

配付資料：資料１  千代田区行政評価委員会委員名簿 

     資料２  行政評価の再構築について（再掲） 

     資料３  施策評価の実施について（再掲） 

     資料４  二次評価の評価方法について（再掲） 

     資料５  施策評価（二次）結果一覧 

     資料６－１ 二次評価結果（子ども・保健福祉分科会） 

     資料６－２ 二次評価結果（地域振興分科会） 

     資料６－３ 二次評価結果（環境まちづくり・政策経営分科会） 

     資料７ 施策評価の今後の流れについて 

 

１ 開会 

 

発言者 発言内容 

湯浅委員  それでは、お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思い

ます。 

 本日は、ご多用の中、ご臨席くださいましてありがとうございます。

ただいまから、第２回千代田区行政評価委員会（全体会）を開会させて

いただきます。なお、本日は武藤委員が急用のため欠席となってござい

ます。 

 まずはお手元の資料を確認させていただきます。クリップ止めでつけ

ております、次第が一番上の資料をご確認ください。 

 一番上が次第でございます。２枚目が資料１「千代田区行政評価委員

会委員名簿」でございます。 

 ３枚目、４枚目が資料２、３と、これまで千代田区の行政評価委員会

の評価制度の見直しの内容が資料２、平成27年度に行政評価制度を再構

築いたしまして、28年度に内部委員による一次評価、29年度、本年度、

二次評価として、内部委員と学識委員の皆様にご評価をいただいたとこ

ろでございます。30、31年度は繰り返しこちらを行い、２サイクルで行

政評価を行うものでございます。 

 資料３でございます。こちらは行政評価委員会の今回の二次評価、分

科会を設置したという資料を確認のため再掲させていただいておりま
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す。分科会は３つ設置いたしまして、子ども・保健福祉分科会、地域振

興分科会、環境まちづくり・政策経営分科会と、それぞれ施策を皆様に

ご評価いただいたところでございます。 

 続きまして資料４でございます。「二次評価の評価方法について」で

ございます。こちらに基づきまして、皆様それぞれ分科会で評価をいた

だきました。 

 続きまして資料５でございます。皆様にいただきました評価結果をこ

ちらの一覧にしたものでございます。 

 続きまして資料６－１、二次評価の結果、子ども・保健福祉分科会の

評価の結果のシートと、表紙が開催概要、評価委員と担当施策となって

ございます。 

 続きまして資料６－２、こちらが地域振興分科会の二次評価結果でご

ざいます。 

 続きまして資料６－３、環境まちづくり・政策経営分科会の評価結果

でございます。 

 続きまして資料７、施策評価の今後の流れにつきまして資料をつくっ

てございます。こちらは後ほどご説明をさせていただきます。 

 以上でございますけれども、ご不足などございませんでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  はい。それでは、確認ですけれども、本委員会は原則公開となってお

ります。本日の会議のご意見などは、議事録を作成いたしましてホーム

ページで公開させていただきます。 

 なお、本日はこちらのマイクを使用させていただいております。お手

数ですけれども、ご発言をいただくときはお近くのマイクのボタンを押

してからご発言をよろしくお願いいたします。 

 それでは、確認は以上となります。 

 では、開会に当たりまして、委員長である区長よりご挨拶を申し上げ

ます。よろしくお願いいたします。 

石川委員長  区長の石川でございます。座ってご挨拶をさせていただきます。 

 まずは、委員の皆さん、特に学識経験者の皆様方には、この行政評価

委員会を今年５月にスタートして、分科会、６月から８月という非常に

短い期間の中で精力的に評価をしていただきましたことを、まず冒頭、

厚く御礼申し上げたいと思います。 

 なかなかこうした評価の手法は、まだまだ絶対的にこれだというのが

ないわけでございますけれども、しかしトライをしながら、あるべき評

価制度を構築していくというふうに私は思っております。特に今回は学

識経験者の皆さんと行政の部長が同時に皆さんと意見交換しながら施策

評価をしたという意味では、それぞれが所管の部長も相当、時には目か

らうろこが落ちるような状況があったと思いまして、具体的な評価以前
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にこうした先生方と行政の部長とでさまざまに議論をしていくというの

は、私はある面では非常にいいことだと思っております。大変お忙しい

ところ、改めまして御礼を申し上げたいと思います。 

 ところで、ご承知のとおり、今、我が国は少子高齢化社会ということ

で人口減少社会になっております。人口が増えることが施策としていい

かどうかは別として、やはり、住みたい、住み続けたいという方々をど

のように基礎的自治体が受け止めるかということが今最も求められてい

るわけでございますが、おかげさまでそうした意味では千代田区は従来

の千代田区というイメージとは大分変わってきたと私は思っておりま

す。 

 例えば今回の国勢調査と前回の国勢調査、５年前とで比較しますと、

人口増は24％という、25％ぐらいになりますか、全国で一番増加率が高

いというのがこの千代田区でありまして、ある面ではおそらくほとんど

の皆さんがそういうまちになったのかという認識をしていなかったと思

いますけど、実はそういう状況になっている。ほとんどが、新しくお住

まいを求めてきた方々の大多数が実は子育て階層ということになってお

ります。ある面では、今、社会がさまざまに子育てに関してどういう形

で自治体として施策を打っていくかというのが重要だろうと思います

し、時には次代の社会を担う子どもたちに対して、どういう形で自治体

が取り組むかということが今私は最も求められているんだろうと思いま

す。おかげさまで、ここにお住まいを求めてきた方々は、そうしたこと

を判断の材料にしてお住まいを求めてきたと私は思っております。 

 いわゆる自治体の10年計画、基本計画と申しますか、千代田区のみら

いプロジェクトもそうした形でさまざまな施策を出しておりまして、そ

の施策についての評価を今回お願いするということでございます。 

 私は事前に拝見をさせていただいて、やや甘い判断ではないかと、も

っと厳しい判断が出るのではないかと思いましたけど、客観的にこうい

うご判断をいただいたことを、我々としてはさらによりよい評価をいた

だけるように、これからも邁進していきたいと思っております。 

 改めまして、その評価制度、かなりいろいろな形で区政として変えて

きましたので、ある面では非常にそれぞれの先生方の評価に関する思い

もいろいろとご意見があろうかと思いますので、後ほど全体的にいろい

ろなことのご指摘を賜ればと思います。 

 大変雑駁なご挨拶を申しましたけど、社会全体がさまざまな施策につ

いての評価をやらなければいけないという、社会になっているんだろう

と私は思いますので、ぜひ、これからもひとつ、よりよい仕組みという

ものをつくっていきたいと思いますので、重ねてお願い申しまして、ご

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 申し遅れましたけれども、私、本日司会進行を務めさせていただきま
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す千代田区政策経営部政策担当課長の湯浅でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

２ 各分科会の施策評価報告（分科会長より） 

 

 （１）子ども・保健福祉分科会 

 

湯浅委員  続きまして、早速施策評価の報告をお願いしたいと思います。 

 平成29年５月22日月曜日に第１回の行政評価委員会全体会を開催いた

しまして、委員の委嘱とともに、行政施策の分野別に、子ども・保健福

祉分科会、地域振興分科会、環境まちづくり・政策経営分科会の３つの

分科会を設置いたしまして、２カ月間で全８回にわたり37の施策の進捗

状況を全てご評価いただいたところでございます。その結果につきまし

て、それぞれの分科会長からご報告をいただきたいと存じます。 

 なお、分科会よりご報告いただく内容についてのご質問並びにご意見

につきましては、分科会ごとの最後に受付をさせていただきます。 

 それでは、お手元の資料６－１をご用意ください。 

 まずは子ども・保健福祉分科会よりお願いしたいと思います。出雲分

科会長、よろしくお願いいたします。 

出雲委員  子ども・保健福祉分科会の分科会長を務めさせていただきました、東

海大学の出雲と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 分科会としましては、３日に分けて議論させていただきまして、施策

14から27を担当させていただきました。その中で、評価結果がＡとなっ

たものが１つ、Ｃとなったものが１つ、それ以外はＢということになり

ました。先ほど委員長もおっしゃっていましたが、Ｃが１つということ

でちょっと甘いかもしれないんですけども、Ｃとさせていただいたのは

施策15ということになっております。では、順番に要点をご説明させて

いただきたいと思います。 

 施策14につきましては、感染症や食中毒等の対策ということになりま

す。２ページを見ていただきますと、Ｃという評価も一部にはあり、Ａ

という評価も一部にはありということで、結果としては少しばらつきが

生じていたんですが、これにつきましては、感染症や食中毒は日常的に

取り組まなければならない分野ですし、またこれまでも対策がなされて

きた分野であります。食中毒の発生件数等は決して多いというわけでは

ないというのが現状で、着実に進捗はしているというような評価にはな

るんですけれども、例えば指標などで食中毒の半減を目指しているが実

現していない点、あとはオリンピック・パラリンピックでの外国人観光

客に向けた対策であるとか、これまでの着実な進展に加えたプラスアル

ファの対策といったものが今後求められるのではないか、またこの施策

の中には新たな民泊という政策も含まれていましたので、そういったも
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のへの対応がこれからという段階なのではないか。以上のような点か

ら、ＣあるいはＢというような、そういった評価になり、結果的にはＢ

評価ということになりました。ですので、ふだんであれば問題ないかも

しれないけれども、千代田区が今抱えている環境というような面で、評

価、議論などが行われたということでございます。 

 施策15に入りますが、先ほど申し上げたように、１つ、Ｃになったも

のでございました。 

 内容は健康づくりでございまして、健康診断であるとか、糖尿病、生

活習慣病の予防であるとか、あるいはメンタルケアといったような、一

言で健康づくりと言っても多様なものが含まれている分野になりまし

た。その中で、指標も４つほどありまして、充実した指標で、進捗状況

などもチェックされているというふうに評価がありましたし、また国民

健康保険のレセプトデータの分析や糖尿病のハイリスクの方々への対策

といったような、個別の分類分けした対応なども行われておりました。

したがって、主な取組みとしては非常に充実しているという評価だった

んですけれども、やはり指標の実現という意味では少し十分ではないの

ではないかというふうな点や、また新しい課題としてメンタルケア、ヘ

ルスといったもの、これはより具体的な対応が必要なのではないか。ま

た、その他の部分にありますが、スポーツ等、そういったものも含めて

施策を展開していくというふうなこともあるのではないか。つまり、も

ともと施策が幅広いものですから、それに応じて進捗しているもの、そ

うでないもの、そういったものがあるというふうな点、こういったとこ

ろがＣということになりました。評価の項目としては指標の部分が一番

低い評価になっているんですが、これは先ほど申し上げたように指標の

数は多いが、それぞれの達成状況があまり十分ではないといったよう

な、そういったことによるものです。 

 続いて施策16に入りたいと思います。こちらは介護と医療の連携とい

う分野になります。 

 もともとこの連携というのは難しい分野になっているかと思いまし

て、介護は介護、医療は医療ということでそれぞれ展開されてきたのが

実態であろうところなんですけれども、千代田区では高齢者総合サポー

トセンターが開設されて、この施設そのものが介護と医療の連携を目指

していらっしゃるということでございました。ですから、施策としては

施設を設計され、開設されたという状態です。開設直後であるというこ

とを考えると評価もできるんですけれども、今後、在宅介護、在宅医療

といったような施策の目標といった点から見ると、進捗が十分ではない

のではないか。施設建設後ですから、直ちに行われるとまでは想定でき

ないんですが、医療と介護の連携に向けて今後も取組みを充実させてい

くべきではないかといったようなことが議論されました。 

 また、指標が３つあったんですけれども、指標の１点目のところにあ
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りますように、設定している指標に改善が見られなかったというふうな

点も議論の中に出てきておりまして、なかなか改善が難しい指標ではあ

るんですけれども、この指標の進捗をより高めていく必要があるという

ふうな議論がありました。 

 また、介護の人材確保ですとか、また高齢者総合サポートセンターを

どのように今後機能させていくのか、この後にも議論がありますが、シ

ルバー人材センターとかそういったものも入っておりますので、それに

向けた課題なども議論されたところになっております。 

 続いて施策17です。 

 こちらも引き続きＢという評価になっていますけれども、地域包括ケ

アシステムという問題です。介護サービスといった点では非常に充実を

しているというふうに私も思いましたし、他区に先駆けた取組みなども

あるということだったんですけれども、指標を３つ掲げられていたんで

すが、そのうち２つについて状況が悪化しているという現実がありまし

た。したがって、進捗しているとはちょっと考えられないのではないか

ということになりました。10年後を見据えればニーズの拡大が今後見込

まれる分野ですから、さらなる目標値、再検討が必要でないかといった

ような議論もありました。 

 また、施策16と関連するんですが、高齢者総合サポートセンターが今

後この地域包括ケアに向けてどれだけ機能していくのかという問題、ま

たどれだけ介護の対象者を減らしていけるのかという問題、地域がどう

いうふうにその介護を担っていくのか、そういったことも議論がなされ

ました。 

 続いて施策18、認知症高齢者の問題に入りたいと思います。こちらも

引き続きＢ評価ということになっております。 

 こちらの主な取組みの中で、多くの方が高い評価を述べていらっしゃ

ったのが、ハイリスク高齢者への家庭訪問を実施されているという点で

した。これは手間暇かかることだというふうに思うんですが、専門職の

中での関係づくりなどもできているというふうなことでしたので、意義

のある取組みじゃないかということになりました。 

 ただし、指標の部分が、活動量、認知症サポーターの延べの養成者数

であるとか、認知症コーディネーターの対応件数であるとか、グループ

ホームの定員であるとか、いずれも活動量を表す指標に留まっているも

のですから、この例えばハイリスク高齢者への家庭訪問が実際にどうい

った成果を生み出しているのかといったような、活動指標を超えた成果

指標の設定なども必要なのではないかという意見がありました。 

 また、認知症サポーターですとか認知症コーディネーターといったよ

うな、企業や住民の方を巻き込んだ取組みというのは行われているわけ

なんですけれども、そういった方々に今後具体的に何を担ってもらうの

か。サポーターにはなっていただいたわけなんですけれども、その知識
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を生かしてどういった活動につなげていくのかといった点が課題ではな

いかということでした。 

 また、見守りを行うことで認知症の方のご家族の負担を減らすである

とか、また認知症の方を早期に発見するとか、そういった課題があるか

と思うんですけれども、区民とか昼間区民の方々にどういうふうな活動

を求めていくのかを具体的にしていく必要があるのではないかといった

ようなこと、また具体的に家族の負担をどういうふうに減らしていくの

かといったことが議論をされました。 

 次に施策19に参りたいと思います。高齢者が地域で生きがいを持って

生き生きと活躍していただくにはどうすればいいかといった施策になっ

ております。先ほど高齢者総合サポートセンターの中には、シルバー人

材センターと、あと社会福祉協議会が入っているというお話をさせてい

ただきましたが、この社会福祉協議会がボランティアセンター機能とい

うものを担っているものですから、在宅へ切り替えていくうえでボラン

ティアの方を活用するなど、そういった医療、福祉、ボランティアの連

携といったものが目指された組織にはなっているわけです。しかし、区

内には、さまざまな楽しいことといいますか、生きがいになりそうなこ

とというのは、民間企業等々、大学等々が提供しているという中で、区

がどういったものを区民の方に生きがいとして提供できるのだろうかと

いったような問題もあるのではないかと思います。十分にもう生きがい

といったようなものは提供できているのではないかという意見もあるか

と思うんですが、地域での活動を活発にするために、区の政策としてさ

まざまな施策と連携させながら生きがいをどういうふうに提供していく

かという問題があります。 

 私などが意見を持ちましたのは、ボランティアというのは福祉分野に

留まらないわけですから、もし企業ではなく区がボランティアを提供す

るのであれば、より包括的な形でボランティアというものを考えてみて

はどうかというふうな意見を持ちました。指標の中ではボランティア活

動に参加している前期高齢者の方の割合を倍近くに増やしていくことが

目標とされていまして、現在18.7％のところを30％、倍近くということ

なものですから、これは非常に高い目標値ということになっています。 

 この目標に向かってどういったことができるのだろうか。そのために

はやはり福祉分野というわけではなくて、幅広いボランティアというも

のを提供していく必要があるのではないかということもあるんですが、

また生きがいだけではなくて、今後の方針のところにありますが、高齢

者の貧困とか社会的な孤立というものにも、このボランティアは寄与し

ていくということがありますので、ボランティアをされる側の生きがい

だけではなくて、そういったすき間、谷間に落ちてしまっているという

方をどういうふうに助けていくのかという意味でも重要ではないかとい

う意見がありました。 
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 次に施策20なんですけれども、一覧を見ていただくと、Ｃ評価の方も

２名ほどいらっしゃるということなので、比較的低めといいますか、低

い評価もあった。結果的にはＢということになった分野になっていま

す。 

 非常にサービスとしては充実しておりまして、主な取組みの一番上の

ところにありますようにえみふるの事業拡大ですとか、地域移行支援、

計画相談支援など、ニーズの高まりに応じた取組みやサービスが展開で

きているというのは皆さん一致した評価であったというふうに思いまし

た。 

 ただし、指標が２つあったんですけれども、障害という定義が拡大し

ていることもあって、障害者という方がかなり増えているという問題が

あります。そのため、サービスの利用人数も既に目標をはるかに到達し

てしまっているという現状ですから、低く見積もってしまっていて、そ

れ以上にサービスが増えてしまったということ自体がちょっと問題では

ないかなというふうに私などは思ったりしたわけなんですけれども、今

後この状況がある程度続いていくかも――定義などにもよるものですか

ら、どこまで急増するかというのはなかなか難しい行政ニーズの分析だ

とは思うんですけれども、今後一定程度の割合で増えていくということ

が見込まれるという中で、これまでのように充実したサービスを展開し

ていくことができるのかどうかということでは少し疑問があるというふ

うにも議論がありました。 

 したがいまして、ニーズの急増に対して区がどこまで対応していくの

か、また、今後の方針の３つ目に書いてあるんですけれども、区民の理

解であるとか障害をお持ちの方の社会参加という意味では、障害者の方

に直接サービスを提供するだけではなくて、その周辺のサービス提供が

必要になりますから、その点では課題があるのではないかという指摘を

されました。また、発達障害の子どもの問題については特に今まで以上

に取り上げてもいいのではないかという意見がありました。 

 次に、同様に障害者の方の問題で、21番の就労に関する施策について

です。こちらも20の施策を受けましてニーズが非常に高まっている分野

ということになっておりますので、障害者の方は急増したとしても、そ

れを就労にどうつなげていけるのか。障害者の方は増えたけれども、う

まく就労につなげていけないという問題が起こらないかどうか、そうい

った点が議論になりました。 

 就労支援の成果というのは、障害者の方の就労支援はそんなに大規模

には生じないということが前提にはなるんですが、進捗は良好に見られ

るのではないかという評価がありました。ただし先ほど、増えていくと

いう現状からすると、今後も安定的に伸ばしていけるのかどうか、そち

らが課題であろうというふうなことでした。 

 また、障害者就労支援センターの満足度も非常に高いというふうな実
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態があります。ただし、これから法定雇用率が高まっていく中で、企業

のこの就労支援センターに対する理解も高まっていく必要があるとか、

利用者だけではなくて企業の目線で捉えるとどういったものになるのだ

ろうかというふうな点とか、あとはこの就労支援に対応するための専門

性をどういうふうに、現在そして今後確保していくことができるのだろ

うか。あと、精神障害者の方というのは、より重点的な対応が必要にな

るのではないか。また幼少期から就労期まで、そういった一貫したサポ

ートというのが検討できるのではないか。そういった意見があったとこ

ろでした。 

 次に施策22、子育ての問題になります。 

 先ほど委員長もおっしゃっていましたが、入っていらっしゃる区民の

方の多くが子育て世代でいらっしゃるということで、非常にニーズが高

まっている施策になっています。定員も非常に増えていますし、待機児

童の問題については、計測の仕方にもよるわけですが、基本的には待機

児童は生じていないというのが区の現状ということですので、それに対

しては非常に進捗しており、評価ができるという意見がありました。 

 また、区立と私立の費用面について、利用者の格差の解消を図ってお

り、これに対しても評価が高かったです。ただし、住民の、区民の方

の、保護者の方の満足という点から見ると、「やや不満」「不満」とい

う方などもいらっしゃるので、そういったサービスの理由を分析する必

要があるのではないかといったことですとか、また量が足りているとい

う問題に加えて、質の確保も今後行っていくべきではないかということ

が意見としてありました。 

 また、学童クラブの目的を明確にすることであるとか、民間業者に対

してどういうふうに区としてアプローチをしていく必要があるのかです

とか、保育料についても高所得者層の区分を設ける必要があるのではな

いかといったような、そういった受益者負担の観点からの意見もあった

ところでした。 

 次に施策23、こちらも同様に子育ての問題ですけれども、児童虐待で

すとか、また全般的な子育てに関する相談ですとか、あと乳児に対する

サービスであるとか、また児童手当といったような子どもへの福祉サー

ビスといったような施策になっています。 

子育ての施策に関してさまざまな手当が他の自治体よりも先行的に行わ

れているという点で、非常にサービスが充実しているという評価があり

ました。また、総合相談についても、コーディネーターの配置などの取

組みが非常に充実しているという点、また母子保健サービスについて

も、対象の方が少ないというのもあるようなんですけれども、切れ目の

ないサービスが展開できているという評価がありました。 

 ただし、相談後――指標の１つに、この総合相談を行った後、解決・

改善した割合というのがあるんですけれども、これが75％ということ
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で、目標からすると、ちょっと進捗としては多少目標値との差があると

いったような点ですとか、また指標等について、もしかすると目標が高

過ぎる点もあるのかなといったような、高い分にはいいかなと思ったり

するんですけれども、現状からすると高い点もあるのかなといったよう

な、そういった議論もありました。 

 この分野では、今後、児童相談所の開設が控えておりますので、それ

に向けてどういうふうに施策を展開させていくのか、職員の方の専門性

ですとか、虐待防止に向けた保健所、学校等々との連携であるとか、そ

ういった分野について今後の取組みに委ねられているところも大きいの

ではないかという議論がありました。また、今後の方針のところですけ

れども、区民アンケートの中では地域差などもあったということですの

で、そういった状況の分析も必要なのではないかという意見がありまし

た。 

 次、施策24になります。こちらは生活困窮者に対する生活支援の施策

になります。 

 施策のメニューは非常に充実しておりまして、多岐にわたる支援が用

意されているということだったんですけれども、千代田区の住民の方の

特性ということもあって、支援の実績がそんなにないという実態があり

ました。これが本当にそういった対象の方がいないのか、あるいは潜在

的ニーズといったような問題があるのか、もし潜在的ニーズという問題

があるのであれば、その掘り起こしなども必要でないかという議論があ

りました。 

 また、路上生活者の方に計画をつくってケアを提示する支援について

は、区民の方への支援とは分けて指標にすることはどうだろうかという

意見が、指標の２つ目の意見などにありました。 

 また、先ほど申し上げましたように、メニューはあるんですが実績が

あまりないという場合に、実績が低いもの、ここでは住宅確保のための

給付金、受給者の就職率といったようなものが挙げられているんです

が、実績が少ないということがあるので、それを指標にするというのは

どうなんだろうかという意見がありました。 

 こちらの施策については生活保護の被保護者と、先ほどの実績がそん

なにないその住宅確保のための給付金受給者の就職率ということだった

ので、全体的に指標の再検討が必要でないかという意見がありました。 

 あと、その他のところの１つ目になるんですが、ここでは福祉サービ

スの問題と生活困窮者という問題が両方入っている施策になるものです

から、この施策としてはどこに重点を置くのかといったようなこと、生

活困窮者ということになるんだと思うんですけれども、そういった視点

も必要ではないかという意見がありました。以上になっています。 

 次、施策25です。これはなかなか難しい問題なんですけれども、子ど

もが人を思いやる気持ちをどういうふうに養っていくのかという、ちょ
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っと漠とした言い方ですけれども、そういう施策です。教育ということ

なんですが、いじめ、差別といったものをどういうふうになくしていく

のかという問題になっています。 

 いじめについては、子どものいじめ防止対策ということで、24時間受

け付けの相談窓口を設けられていたりとかですとか、また学校に対して

もかなり状況を把握されているというふうなことが質疑応答の中でわか

りましたので、千代田区ではいじめといったものが現状では特段大きな

課題にはなっていないということを、議論の中で理解をさせていただい

たところです。それとは別に特別支援教育の問題がありまして、これは

支援員、相談員の量、質を確保する取組みが不足しているのではないか

といったようなことが指摘をされました。 

 指標につきましては、保護者の満足度ということで、ちょっと下がっ

ているんです。この少しの下がりがどの程度考慮すべきかということは

分科会でも議論がされまして、誤差の範囲であるという意見もありまし

たし、ただ、この下がった点については、なぜ下がったのかといったよ

うなことを分析する必要があるんじゃないかという意見がありました。

もしかすると、この背景には、こういった特別支援等に携わる人材不足

といったような問題があるのではないかというふうな意見でした。ま

た、この特別支援教育という点では、相互の情報交換のネットワークの

強化が必要なのではないかという点、また子どもへのサポートというの

は重要なんですが、その周辺の理解をどういうふうに高めていくのか、

この点が課題ではないかという意見があったところです。 

 26の施策が、私たちの分科会の中では１つ、Ａになった評価になって

いまして、グローバル社会における教育という施策です。 

 千代田区の学校施設はインフラとしても非常に充実しているというこ

とでしたし、また、その中での教育の質としても非常に確保されている

というふうな説明、そして議論がありました。ですので、非常に充実し

ているという印象を持ったんですけれども、とりわけ国際理解というふ

うな点については、英語が好きというふうに答える子どもが多いである

とか、さまざまな外国人講師の方々の機会なども十分に提供されている

ということでしたので、国際人材の育成、国際的な教育という点で非常

に充実しているという印象を私自身も持ちましたし、分科会の皆さんも

お持ちになったと思います。 

 体力といったような点では、国平均は上回っているということなんで

すけれども、目標が「健康・食育・体力向上プランの保護者満足度」と

いったような指標が掲げられていまして、現状としては伸びがないとい

った点ですとか、あと、目標に向けてはもう少し努力が必要だというよ

うな点がありました。 

 こちらの指標は保護者の満足度という点が幾つかあるんですけれど

も、保護者の満足度だけではなくて、現場の子ども、生徒の満足度、そ
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ちらを評価するという方向もあるのではないかという意見がありまし

た。また、非常に英語教育に、国際的な教育に力を入れていらっしゃる

ということなので、その英語力をどういうふうに使っていくのか、そう

いう場を提供していくということも必要なのではないかという意見、ま

た高校とか中等教育学校との連携、学校間の連携、また地域との連携

等、学校の教育を生かす地域の取組みなども重要なのではないかといっ

たような意見がありました。 

 最後になります。27の施策です。 

 子どもがのびのびと成長できる環境ということで、こののびのびとい

うのが一体何なんだろうかという話も出たんですけれども、それは言葉

の問題なのでともかくとしまして、遊び場の確保であるとか、また子ど

もの安全といったような点がのびのびということの内容となっていま

す。 

 この安全という点ではパトロールが行われていまして、これがシルバ

ー人材センターに委託をされて行われているというふうなことでした。

もうちょっとパトロールをやってもいいのかなとか、個人的には思った

んですけれども、ただ、区の現状としては、子どもが隠れられる場所自

体があまりなく、子どもへの人の目が基本的にはあるという場所が中心

なので、現状で十分なサービスが提供されているというふうなことの説

明、また議論がありました。 

 ただ、遊び場の確保という点では、幾つかの公園が整備されていた

り、またその遊びを指導する人なども配置されているということだった

んですけれども、やはり区の特性ということになるんだと思いますが、

少し少ない。この確保をもっとしていかなければいけないというふうな

実態だというふうに理解しました。 

 指標なんですけれども、安心・安全なまちと思う人の割合が現状65％

で、あとプラス10％を目指されているということなんです。こちらの指

標は、受動喫煙など別の施策の中にも入っている指標だったと思うんで

すけれども、それらの関連する施策をミックスして、この安心・安全な

まちづくりを目指していくということでした。しかし、指標が１つだけ

ということでしたので、この施策を直接評価する指標がないというのが

問題でした。ですので、今後、追加の指標化を行っていく必要があるの

ではないかという意見がありました。また、地域で見守るというふうな

点では今後も課題があるのではないかという意見がありました。 

 以上、子ども・保健福祉分科会の結論と大体の議論をご説明いたしま

した。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 子ども・保健福祉分科会ですけれども、こちら、15の施策、再掲を入

れますと14の施策でございますが、一番多くの施策をご評価、ご議論い
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ただいたところです。ありがとうございました。 

 それでは、こちらの資料６－１に二次評価結果の子ども・保健福祉分

科会の概要が書いてございますけれども、こちらにおける２の評価委

員、皆様、補足のご説明、ご意見などございましたらお願いしたいので

すが、いかがでしょうか。 

 村上委員。 

村上委員  はい。村上です。 

 今、概要は出雲分科会長から説明をしていただきましたが、委員長の

ほうから、ちょっと評価が若干甘めということもあったんですけれど

も、議論の中では非常に質的な議論というか、行政の担当者の皆様と、

それから私どもの学識委員との間で、例えばこういう視点が追加できる

んじゃないかとか、あるいは、ある指標が進捗を表すのに適切なのかと

か、あるいはほかに追加すべき指標があるんじゃないかといったことを

議論しました。もちろん委員会の議論としては計画が進捗しているかど

うかというのを見るのが主たる目的なんですけれども、それにさらに追

加すべきとか、あるいは変更すべきところはないのかという意味で、非

常に質的な議論や、充実した議論ができたというふうに思っています。 

 それから、もう一つの意義は、数年たつと結構環境が変化していて、

例えばオリンピックの対応であるとか、あるいは計画策定時には予想し

ていなかったようなことがあるものですから、計画ができたときから変

わった点について、どういうふうに今後対応していくかということを議

論できたのではないかと思います。評価全体は確かにいろいろ議論はあ

ると思うんですけれども、そういった質的な中身に関して非常に充実し

た議論ができたのではないかと考えております。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 そのほかの委員の皆様からご意見はございますか。よろしいでしょう

か。 

 （「なし」の声あり） 

 

 （２）地域振興分科会 

 

湯浅委員  それでは、続きまして地域振興分科会よりご報告をお願いしたいと思

います。 

 谷本分科会長、よろしくお願いいたします。 

谷本委員  はい。谷本です。よろしくお願いいたします。座って失礼させていた

だきます。 

 最初に申し上げなければならないのは、委員長がおっしゃいましたよ

うに、評価が甘いんじゃないかというのに比較しますと、私どもの分科

会は非常に厳しかった分科会です。と申しますのは、11の施策が上がっ



- 14 - 

ておりますけど、うち６つＣがついております。改めまして考えました

ところ、この分科会、実は学識委員が全て以前外部評価の際に関わって

おったという経験もございまして、かつ私が多分一番厳しい評価をつけ

ていたというところがありますので、まずもって、担当の部長様方がご

報告いただく中で不快にさせてしまうような発言を私どもしたかと思い

ますので、その点、先におわびをさせていただいた上で、内容のほうの

報告に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目、第４番目の施策、「清潔で、風格ある、安全・安心なま

ちづくりを進めます」という項目でした。そもそも路上喫煙対策という

のが以前外部評価をやったときにも項目に入っていたこともございまし

て、私ども、継続的にやっていらっしゃるところ、それから全国に先駆

けて取り組まれているところについては、非常に評価をしておりまし

た。ただ、喫煙の過料の適用の件数というのがかなり増えているという

傾向が見られましたので、これに対して新たな対策が必要なのではない

かということが主な取組みの評価で出てきております。 

 特にオリンピック・パラリンピックも含めまして、来街者の方たち、

それも日本の来街者というだけではなく、海外からの来街者というのも

増えているというところもありますので、そういったところが増えてい

くことに対して、どういう対策を講じていくのか、あるいはその指標に

つきましても、その安全・安心なまちというふうに思う、今は区民の指

標だけが設定されているんですけども、今後は来街者の指標設定があっ

てもいいのではないかというような話もございました。 

 それから、受動喫煙に関する考え方というのも近年大分変わってきて

おりまして、建物内の喫煙も禁煙に流れていく動きがありますので、そ

ういった変化の中で、分散型の喫煙所の設置の考え方というのも、今後

指標についても変えていかなければいけない状況があるんだろうという

ことも議論の中で出てきております。 

 それから、今後の方針のところのポイントだけで申し上げますと、ル

ールからマナーへということで、これまで取り締まりを中心に取り組ま

れていらっしゃいましたけれども、マナーとして普及をしていくという

取組みも、これからはもしかすると必要なのではないかといった意見も

出てきております。 

 実はこの地域振興分科会は非常に厳しい分科会ではあったんですが、

一番この「清潔で、風格ある、安全・安心なまちづくりを進めます」の

施策に関しては高い得点を、合計点をとっております。 

 ですから、全体としては評価がよかったんですけれども、区の受け手

側の実態として、生活環境改善ですとか安全・安心に対する区民の意見

については苦情に近いものもあって、これはこの安全・安心という問題

に対する懸念の裏返しだろうと。必ずしも手放しでこの施策が順調とは

言えないだろうという問題意識を披歴していただいたこともございます
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ので、先ほど申し上げたような来街者等々への対応も含めまして、引き

続き取り組んで、取組みを展開させていただければと思っております。

まず１つ目がこういった内容です。 

 ２つ目の施策目標９です。「千代田区の魅力を効果的に発信するとと

もに、地方との連携により、区内地域の活力を高めます」という施策で

した。これはＣという評価になっています。 

 詳細は後ほど申し上げますけれども、先に取組みのところから申し上

げますと、まず観光協会というものが１つキーワードとしてあって、こ

れが観光の中核を担う組織になっているということがめざすべき10年の

姿として出てきておりますけれども、実はその機能とか取組みについて

は全く示されておられなかったということがありましたので、これが評

価できませんと。それから、地域振興的な政策ということで、シティプ

ロモーションとかということが必要ではあるけれども、これは他の自治

体と比較しても取組みが少ないという点。それと、地方との連携という

のがキーワードに入っておりますけれども、これも区民目線でいきます

と、アンケート結果等々であまり重要ではないと。区民から見るとこの

地方との連携というのはあんまり重要性を認識されていないというとこ

ろがありますので、この点はどう考えていくのかというところがもう一

つあろうことかと思います。 

 それから、指標のところでのポイントで申し上げますと、定住意向が

ある人の割合を指標に設定されているんですが、この定住したいという

理由が、区に誇りを持っているかというよりも、交通の利便性という点

が非常に高いと。交通の利便性が高いから定住したいんだというのが理

由になっておりますので、区民としての誇りを実感しているかというの

をこの施策としては測りたかった指標なんですが、そういった指標につ

いては少し見直しが必要なのではないかであるとか、それから指標の、

外国人観光案内所の利用者数というのを設定されているんですけれど

も、現在はインターネット、もう皆さんスマホを持っていらっしゃると

いうのが当たり前の中で、利用者のほうの実態と観光案内所の利用を増

加させるという目標がかなり乖離しているのではないかと。その指標の

再検討が必要ではないかというようなお話もありました。 

 今後の方針の中では、区内の企業ともっと連携をしていくことも必要

なのではないですかというような意見もありましたし、千代田区とい

う、ある意味では日本をリードしていくべき自治体というふうに住民意

識なんかを捉えますと、地方との連携という形だけではなくて、積極的

に海外へ情報発信をしていくとか、インパクトのある取組みというのを

やっていく必要があるのではないかという話もありました。 

 総合的な話なんですけれども、実はこの施策の目標の書き方が、魅力

を効果的に発信するという話と、地方と連携するという話と、区内地域

の活力を高めるというようなところで、かなり幅広い目標が混在する形
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で書かれておりますので、この辺り、その施策の目標と、それから具体

的に取組みのターゲットをどうしていくのかという辺りの整理をした上

で展開をしていくことが必要なのではないかという点。それから、冒頭

に示しました観光協会の位置付けそれから役割についてもきちんと明確

にしていただいた上で取組みをされていく必要があるのではないかとい

うことを問題提起とさせていただきます。これが２つ目です。 

 ３つ目になります。「中小企業や商工業の活性化を支援します」。施

策10です。 

 この中では、主な取組みが中小企業の支援ということで、これまで単

純に中小企業を支援するという形で、中小企業というものに焦点を絞っ

て展開されてきましたけれども、もう少し広い目線というか、千代田区

のまちづくり全体を見た上でアプローチしていくという取組みをしてい

くことも必要なのではないかという指摘ですとか、それから区内の商工

関係団体の支援です。むしろもう、最近は団体に加入していない事業者

のほうが増えてきているという傾向もございますので、それに対する支

援をきちんと整理して考えていくべきではないかという点。それから区

内消費の促進についても、区民に対してだけではなくて、これだけ来街

者の多い立地ですので、やはり来街者向けの方策というものを検討して

いくべきであろうということがありました。 

 それから、指標の中で、実は設定されておられた指標が１つしかなく

て、これでは私どもは評価できませんよというような話もございまし

て、具体的な取組みの中で産業財産の取得支援みたいなところの件数が

増えていますというようなお話もございましたので、その件数を指標に

取り込んではどうかとか、区の融資件数、そういったものも指標として

追加していくべきではないかという話もございました。 

 それから、目標値の設定につきまして、先ほど出雲委員のところでも

ありましたけれども、設定、目標の数値が高過ぎたのではないかという

意見もあったり、あるいは経済センサスのデータがないような年度の数

値を目標に掲げるというところが不適切ではないかというような意見も

ありましたので、ここでも目標値の設定というところについて少し考え

ていく必要があるという点。 

それから、今後の方針ですけれども、区のほうとして、どの産業に力

を入れて支援育成していくのか少しターゲットを絞っていくべきであろ

うといったことでありますとか、あるいは販売形態がこれまでのような

店舗販売からネット販売のところにシフトしているという中で、中小企

業の支援というのはどうあるべきなのかということを、きちんと販売形

態の変化を踏まえて考えていくべきではないかといったところがありま

した。 

 総体的に申しますと、区としての支援対象を明確化していくこと、そ

れからビジネスモデルの変化に適応した支援策を講じていくこと、まち
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づくりの広い視点で支援のあり方を考えていくこと、そういった点でこ

の施策については見直しを検討されてはいかがかということです。 

 次に参ります。11番の施策の目標、「消費生活にかかる相談、支援を

充実します」という項目です。 

 この事業、実は消費生活センターの活動というのが主な取組みの中に

挙がってきておりまして、その部分だけを捉まえてみますと、さまざま

な役割を果たしているという点は評価ができるとか、相談件数とか被害

件数の指標をもっと設定したほうがいいのではないかとか、利用者満足

度を追加してはどうかとか、というようなところもありまして、１つの

見方として、今ある消費生活センターの機能をさらに充実させていきま

しょうよという見方もある一方で、その他のところでも書いてあります

し、今後の方針でも入れてありますけれども、区の消費生活センターの

あり方というか必要性といいますか、この辺については実は委員の中で

も意見が分かれております。都との役割分担、相談については例えば都

との役割分担を明確にして、区はそこを引くとかというような話の意見

もありましたし、委員の中で見解が分かれておりますが、この分科会に

つきましては、私ども委員の統一的な見解を求める場ではございません

でしたので、そこは取りまとめておりません。最終的には行政のご判断

にお任せいたします。 

 ただし、施策の展開が消費生活センターの問題だけに特化してしまっ

ているということが１つ問題であるということは、どちらに共通しても

言えることです。中では、一応高齢者の消費生活の問題、契約の問題な

どは少し連携されているというお話も上がっておりましたけれども、今

後、民法の成年年齢の改正というようなところも見えてくる中で、消費

者というターゲットを他の政策分野のところにも少し網をかけながら展

開をされていってはいかがかなというところをご提案して終わらせてい

ただきます。 

 次が28番です。「区民が自主的に学習活動に取り組み、また、スポー

ツに親しめる環境づくりを進めます」の項目です。 

 ここはいろいろなメニューが載っておりました。さまざまなスポー

ツ、学習活動、取り組める各種メニューがありましたので、目標とする

数値も比較的順調に進捗しているとは評価はしました。ただ、逆に言う

と広くあり過ぎて、何に視点を置いている、重点を置いているのかがわ

かりにくいという問題指摘もありました。 

 さらに、ちよだ生涯学習カレッジです。非常にいい取組みであるの

で、この目標値の設定というのが、少し修了者数なんかも低いのではな

いかというようなところがありましたし、この生涯学習カレッジで育成

された人材をもっと地域で活躍していただくというような視点を指標設

定に加えていったらどうでしょうかというお話もありました。 

 この辺は今後の方針とも絡んでくるところではありますけれども、ス
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ポーツのほうの指導者がどうも不足する傾向にあるということもご説明

の中にありましたので、生涯学習カレッジでスポーツ指導者のコースみ

たいなものをつくったらどうかとか、あるいは図書館運営の仕組みの中

に区民参加の取組みというのを考えていってはどうかとか、むしろ運営

する側のスタッフとして区民が関わっていくという辺りの連携をした取

組み、仕組みを考えていってはどうですかというような提案が出ており

ます。 

 あとは、スポーツの部分なんですけれども、単にスポーツをするとい

う話だけではなくて、例えばスポーツを観戦するというところですとス

ポーツに親しめる環境づくりであるとか、それから運動習慣です。区民

の運動習慣につながるような取組みをしていってはどうかという点であ

ったり、それから、必ずしも健常者だけではなくて、ハンディキャップ

のある障害者の方であったりとか、あるいは外国人の方々なんかでも施

策に関われるような、いろいろな趣味とか関心事を見つけられるような

機会を提供していくといった配慮も必要なのではないかといった点が意

見としてあります。 

 さらには、その他のところに入っていたかと思いますが、総括的に申

し上げれば、区民だけではなくて、千代田の立地を考えますと、在勤者

の方たちがスポーツをされるということもありますので、そのスポーツ

を通じて区民とか在勤者、その他さまざまな層が交流できる環境がつく

られていくということで、千代田の魅力を活かしていってはいかがとい

うことが提案されております。 

 29番に参ります。「豊かな歴史や文化資源、文化芸術を気軽に楽し

み、親しめる環境づくりに取り組みます」という分野です。これが実は

Ｃという厳しい評価になっております。 

 後に触れますけど、実は主な取組みの部分が、３つ挙がっていたんで

すけれども、そのうちの１つが施策９の文化資源のところの取組みで

す。文化資源の見える化の展開というところと全く同じ内容が書かれて

いたりとか、あるいは３つ目にあった区立図書館サービスの充実という

のがあったんですけれど、これが先ほど１つ前の施策のところで重なっ

て載っていたということもありましたので、そういった点で、もう少し

その主な取組みをきちんと書いてくださいといった意味合いもあって、

かなり厳しい評価になっておりました。 

 １つは、文化財サインの整備といったところについての問題指摘は、

ハードの面でサインを整備するということだけではなくて、ソフトの面

での文化財の活用といったところと連携を図りながらやっていってくだ

さいというような意見もありました。 

 それから、千代田区の立地を考えますと、民間でさまざまな文化芸術

の取組みというのは十分展開されておりますので、区がおやりになる部

分というのは、民間で採算がとれないで実施できないとか、文化芸術を
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広めるためにどうしても必要なものだとか、特定の部分に特化されたほ

うがいいのではないですかといったご意見もありました。 

 それと、指標の中で、文化芸術事業の参加数というものが延べ人数の

目標数値で設定されておりましたので、多くの区民が親しめるという目

線で見ますと、どうもその指標は適切でないですねということですの

で、そういった視点を変えてくださいといったことですとか、それか

ら、図書館サービスは充実しているのは、予算をたくさんつぎ込んでい

るんだから当たり前ですよねという意見もいただきまして、この辺、そ

ろそろ到達点を議論すべき時期に来ているんではないんでしょうかねと

いう問題指摘もありましたので、その点はあえて触れさせていただきま

す。 

 それから、今後の方針で、ちよだアートスクエアの事業をさらに拡大

していったらどうですかといった点ですとか、この後の施策でも出てく

るんですけど、外国人とか性的マイノリティーの方たちというのは、文

化芸術活動を通じて区民の方たちが触れ合うというのは、非常に敷居の

低いというか、場にもなりますので、そういった他の施策との連携を図

られていってはいかがでしょうかというような点ですとか、あるいは地

元の企業とかＮＰＯ法人が持っている文化資源、これをどんどん地域の

ために開放してもらってはどうですかといった点ですとか、あるいは外

国からの来街者に対して区の魅力をどういうふうに発信していくのかと

いう視点が重要ですといった意見も出ております。 

 総括的なところは、先ほど触れました、施策の取組みの中でほかの施

策と重なり合う取組みが出てくるということは、これはもちろんあり得

ることなので、そのこと自体を否定するものではありませんけれども、

それぞれの施策ごとに目標が違いますので、それぞれの目標に合わせた

視点から評価していただくことをお願いしたいということで、ここは皆

様に共通の問題認識として捉えていただきたいということを申し上げて

おきます。 

 次、参ります。30番目の「地域力の向上を支援します」といったとこ

ろです。 

 ここは実はかつて外部評価でもやったところなので、非常に取組みを

している割にはなかなか成果が見えづらい分野だということは共通認識

として私ども持っておりました。ですから、民間の主体的な活動が前提

の分野ですので、どうしても行政は環境整備とかバックアップするよう

な体制に立たざるを得ないと、そういった観点から見れば、活動を幅広

く支援しているだろうということは評価できるでしょうということで

す。 

 ただ、指標の設定のところで、皆さんのご関心がどうも昼間区民の地

域活動に参加してもらうというところに特化しておりましたので、むし

ろ在住区民のことをもっと考えましょうというところがありまして、在
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住区民の参加割合に対する指標というのを設定されたらいかがでしょう

かとか、あるいは昼間区民の地域活動の割合を増やすんであったら、

個々人というよりは、もっと企業と連携して、マスで取り組むというこ

とを考えられたらどうですかというご指摘もありました。 

 それと、区側の今後の方針です。今後の関わり方という点で、行政と

して何を支援していくのかといった点を、ポイントを絞り込んでくださ

いと。その上で、例えば区民の側から提案があったものについて一緒に

やりましょうといった形で、新しい仕組みをつくっていけるような形の

体制を整えていただいたらいかがでしょうかとか、あるいは既存の地縁

団体等々、地域団体では対応が難しい問題については、エリアマネジメ

ントの組織を育てて支援するという仕組みを考えていってもいいんじゃ

ないでしょうかというご意見もありました。 

 それから、ソフトという問題とハードという問題を絡めてはどうかと

いう視点ですけれども、万世橋出張所・区民館の整備が挙がっておりま

したので、ここを単なる貸し施設、集会施設ということだけではなく

て、区民以外、町会以外の方たちにも活動の機会が与えられるような空

間の活用を考えていってはいかがでしょうかとか、もっともっと情報共

有とか交流とか連携とか、そういった視点も必要ではないですかという

ようなことが挙がっていました。 

 総体的に、住民参加についてはもっと昼間区民よりも在住区民に目を

向けてくださいといったところが意見として挙がってきたように思いま

す。 

 引き続き、コミュニティというところで共通しますが、31番の施策で

す。マンション内コミュニティの醸成といったところの支援です。 

 これにつきましては、実はターゲットが賃貸マンションの住民、分譲

マンションの住民と大きく分けたカテゴリーがございます。今現在まち

みらい千代田を中心に行っていらっしゃるのは、分譲マンションを買わ

れた区民の方たち、永住的にこちらの地域に住まれるであろうと想定さ

れる方たちを中心にする取組みが積極的に行われていますので、そちら

は評価できますと。ただ、マンション住民といったときには、賃貸マン

ションの居住の方もおられますので、あるいは分譲を貸し出してという

賃貸のケースもありますので、そういったところについての取組みが見

えない。そこがやっぱり評価できないねということが意見として出てお

ります。 

 それと、マンション内の会合についての参加数というのは上がってい

るんだけれども、ただ、そのマンション内での会合に参加するだけじゃ

なくて、参加した人たちの満足度というものが見えないので、それがわ

かるような指標を設定したらよいのではないかとか、あるいは指標の設

定が、皆さんに参加してほしいというところがどうしても中心で、「ボ

ランティア活動に参加したことがあるマンション居住者の割合」と町
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会、地域の活動に参加したことのあるマンション居住者の割合というの

が指標に設定されているので、実は数字がすごく低いと。これはやっぱ

りハードルは高いのではないですかというところで、マンション住民の

特性から言うと、まず近所で顔見知りがいると、そういったところから

のつながりづくりというのが入り口じゃないでしょうかねという意見も

ありまして、指標はその辺りの設定でもいいんじゃないですかという意

見もありました。 

 それから、マンションの居住の方たちと地域とのつながりをどうつく

っていくのかというのが、実はこの施策の非常に大きな課題になってい

くわけですけれども、その際、マンションの側から出てきてくださいと

いうところばかりではなくて、町会の側からアプローチしていくような

働きかけと、これも区のほうも一緒になって考えていく必要があるので

はないでしょうかねといった点が意見として出ましたし、それから自主

防災組織、防災の側面、そういったものの設立数がマンション総数に比

べて少ないですとか、防災とか安全というのはマンションだけで解決す

る問題ではないので、地域と連携を強化する仕組みが必要ではないでし

ょうかねということで、この施策につきましては、全体的にマンション

と地域をどうつなげていくかという観点から地域の活性化を推進してい

くということが需要ですねというところで、委員の意見としてはまとま

っているところでございます。 

 32番です。「男女共同参画社会の実現をめざします」というところで

す。 

 男女共同参画センターＭＩＷです。この取組みは着実に実施されてい

るということが評価できると。講座の充実とか利用者の増加という面で

は成果が出ていますねと。ただ、一方で、どうしても企業さんの支援と

いう部分での取組みはちょっと足りないんじゃないかなという意見があ

ります。単に中小企業の支援件数というものを増やしただけでは、それ

が直接的にその男女共同参画の推進につながっているかというところ

が、どうも明確ではないというところがありまして、もう少し例えば区

内企業の女性登用率というのも、見えるものというものを考えていく必

要があるのではないかということですとか、そういった女性の進出とい

う側面だけではなくて、ワークライフバランス、そういった点からの取

組み。今までは女性の意識啓発というところが主で取り組まれておりま

すけれども、むしろワークライフバランス、女性の社会参加をきっかけ

に、男性のワークライフバランスも考えていく必要があるのではないか

というような意見もありました。 

 特に、千代田区の場合は、女性の管理職の方が管理部門の主要なポイ

ントに置かれているというところもございますので、そういった特性を

活かされて、どんどんリーダーシップをとって、ほかの自治体に実践事

例を示していってくださいというような意見もありました。 
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 指標のところで問題指摘があって、１つは「区役所の管理・監督者の

うち女性が占める割合」というのは非常に高い数字が出ておりまして、

実は平成31年度で40％、36年度で50％という数値が挙がっているんです

けど、そもそも女性の職員の数がそんなにいるんですかというような議

論もございまして、それがもうちょっと現実に即した指標の設定が必要

ですよねというような話でありますとか、あるいは「男女の性別によっ

て不平等があると思う人の割合」というのが載っていたんですけれど

も、この不平等を感じるというのは、やっぱり捉える方の主観の問題が

随分あるので、この目標値の達成というのは非常に難しいですよねとい

うような話もありました。 

 それから、指標の中でＭＩＷの利用者数が増えることが設定されてい

ますけど、利用者が増えたイコール男女共同参画が推進されたというの

はなかなか結びつかないねということで、指標をきちんと再検討してく

ださいということでした。 

 それから、今後の方針も含めまして、このＭＩＷでやっていらっしゃ

る取組みは非常に充実していますねという評価がある一方、それと、こ

の男女共同参画の実現をめざすというところへの目標へのアプローチ

が、やっぱりちょっとまだギャップがありますよねということなので、

それに対する対策をどう講じていくのかということです。 

 例えば女性の管理・監督者を増やすには、組織の中できちんと支えら

れるようなインフォーマルな仕組み、職員同士のつながり、女性同士、

孤立させないというか、横の連携をつくっていくと、そういったような

ところの取組みも必要なんだと。区としてもそういった自主的なグルー

プ、自主的な勉強グループや研究会というようなところを支援していく

仕組みがあったらいいんじゃないですかというような意見ですとか、審

議会の女性委員の数を増やしていこうとしても、そこに参加する地域団

体がどうしてもまだ男性中心の社会だと。やっぱり女性の参加を増やし

ていくには、区民の方たちに対して、その女性参画というのがどういう

効果があるのかということを具体的に伝えて、理解を得ていくことが必

要ですねというようなことも、この分野のお話としてありました。 

 次の33番目です。「人権侵害のない社会をめざします」というところ

です。 

 実はこれ、35番にも共通してくる話なんですけれども、人権侵害とい

うものが、この今取り組まれている評価の主な取組みを見ますと、例え

ば人権侵害という観点では、虐待という話にどうも特化されて取り組ま

れている。ただ、虐待ということに取り組まれるのはもちろん大事なこ

とですし、今やっている虐待への取組みはきめ細かく相談対応されてい

るので評価しましょうと。これは非常に大事ですということがありまし

た。 

 ただ、これをまず指標設定をしていくといったときに非常に難しい問
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題が１つありまして、取組みを進めれば進めるほど、その件数というの

が可視化されてくる。つまり掘り起こしをされていくと。相談件数がど

んどん増えていくという側面がありますので、取り組んだところが即、

指標で改善が見えるかというと、むしろ数字だけを見ると、これは取り

組めば取り組むほど件数が増えていってしまうんじゃないかという、矛

盾が生じる非常に難しいテーマというところがございます。 

 この点の対策は後で話をしますけども、この掘り起こしをしていくこ

とで問題が顕在化していくといった分野については、指標設定をどうし

ていくのかというのが１つ課題としてありました。 

 今後の方針と絡んできますし、先ほどの虐待というところの話という

側面で意見としてありましたのが、例えば高齢者の、虐待される側の高

齢者だけではなくて、その虐待の問題の本質にある、例えば高齢者のケ

アをしている側の家族の心理的な問題であったりとか、あるいは人権と

いう視点で考えると、今、川崎市ではヘイトスピーチなんていうのが非

常に問題になっているんですけども、そういった外国籍の区民の方たち

に対する差別的な問題についての取組みといったところも、視野に入れ

たらどうでしょうという話もありましたし、ＤＶとか虐待の話を見てい

くと、もっともっと深いところに家庭状況の問題とか生活困窮の把握と

いうのが出てきますので、この人権というテーマは他の政策分野と広く

関わっていくところでもありますから、ぜひ、その点を念頭に置いてい

ただいて、今後の施策展開に活かしていただけると大変ありがたいなと

いうところで一言付け加えさせていただきたいと思っております。この

辺り、児童相談所の移管とか区民との協力とか、そういった視点も１つ

大事ですよねというところが今後の方針の中でありました。 

 その他のところで、先ほどの指標の問題とも含めまして申し上げてお

きますと、この新しい政策課題を出して、相談という場を設定していく

と、その相談件数というのが一時的にはやはり掘り起こして増えていく

という傾向が見えると。これは国の問題で行くと、例えば自殺の予防と

いうのも、１つ衝撃的な数字として年間３万人が自殺していますと。そ

の数字が見えたことによって初めて取組みが本格化し減少していくとい

うようなケースもありましたので、むしろその意識啓発のツールです

ね、こういう問題が潜在化していたものが今見える形になりましたと。

区民の皆さんもこういう問題に対して意識を持ってくださいということ

で、数値化することが大事でしょと。件数が増えていくことを怖がらず

に、数値化して増えていったことに、一時的に増えたけれども、これに

区はこういう対策を講じていきますということをお考えになられたらど

うですかということが、ここの人権侵害のところから見えてきたテーマ

であります。 

 最後になります。国際交流や平和活動を推進しますというところで

す。この国際交流事業が平和というテーマと一緒になって施策設定がさ



- 24 - 

れているというところもありまして、実は区で現在取り組まれている国

際交流事業というのは、どちらかというと平和事業と重なり合って、国

際交流というところで重点が置かれた展開をされているんですけれど

も、委員、特に学識委員の意識としましては、やはりこれからは、オリ

ンピック・パラリンピックもございますけれども、今、国際的なグロー

バルな考え方からすれば、むしろ国際交流というところだけではなく、

多文化共生という、文化としてどう根づかせていくと。生活の中に、私

たちの暮らしの中に多文化共生、必ずしも仲よくなれる外国人ばかりで

はありません。それぞれの歴史であったりとか生活習慣の違いで相入れ

ない部分もありますので、その辺りについて、区民の中でも嫌悪の感情

なんかが生まれてくるところをどう対応していくのか。その垣根をどう

取り払っていくのかというような取組みのほうが必要なのではないです

かといったところが、委員の中からは出てきた視点です。 

 指標のところで平和事業が１つ挙がっておりまして、区がやっていら

っしゃるそういった平和事業というのは、どちらかというと第二次世界

大戦の戦後の私どもの反省といったところもあって、そういった戦争の

悲惨さを伝えていくとかといったところでの平和関連事業というのが、

広島の話であったりとか、どうしてもそちらに偏ってきた傾向があるん

ですけれども、今の若い世代、もちろんそういった歴史も知っていくこ

とも大事ではあるんですが、世界各国いろいろなところで起こっている

戦争、悲劇、虐待、内紛等々もありますので、もう少しそういったとこ

ろ、貧困が原因になって紛争が起こっている地域もありますから、多文

化共生といったところを考えていくときには、そういった視点も設定し

ていく必要があるのではないですかねといったところがあります。 

 この辺り、特に総括的に申し上げますと、2020年のオリンピック・パ

ラリンピックという目前に迫ったところが、ある意味、区民に対して

は、呼びかける、いいきっかけになるところでもありますので、単に語

学という面での国際交流の支援をするという目線だけではなくて、グロ

ーバルな市民として、千代田区民がどういうふうに外国の方たちと関わ

っていく必要があるのかという目線での、多文化共生の視点も踏まえた

取組みを展開させていくと、そういった改善をお考えになられてはいか

がでしょうかといったところを最後の提言として、このご報告を終わら

せていただきます。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 地域振興分科会は資料６－２の開催概要で、２番の評価委員の皆様に

ご評価をいただいております。担当施策は３のとおりでございます。 

 この分科会にご参加いただきましたほかの委員の皆様、そのほか補足

はございますか。よろしいですか。 

 出雲委員。 
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出雲委員  今、分科会長に非常に詳細に議論をご説明いただきましたので、ごく

感想めいたことで恐縮なんですけれども、武藤委員も含めて、以前評価

したものと結構重なっているものがありました。 

 そのとき、そんなに知識はないながらも、幾つかご提案を皆さんでし

たんですけれども、その提言などが施策に反映されているものが多かっ

たというふうに思いました。ですので、区民の意見また外部の意見など

も聞いてくださりながら施策されているんだなというふうに実感したと

ころで、変化が見られたということをちょっと補足させていただきたい

と思います。 

 変化が見られたものの中には、主には今まで対象になっていなかった

方に目を向けるというようなものが多くて、例えばさっきの戸建ての住

宅の方に含めて賃貸のマンションの方を対象とした施策とか、そういっ

たような新たな対象者を含めて施策を展開されているんだなということ

が多くありました。 

 また、子ども・保健福祉分科会のほうは福祉、子ども、教育なもので

すから、やっぱり切り捨てたりというのはだめだというのを理解しなが

ら発言しなければいけないんですけれども、この地域振興の場合は対象

や方法に重点を置いた対応も可能で、それによって千代田区の特徴を出

しやすい施策で、重点を移動させながら、千代田区のアピールにつなが

る施策だと思いましたので、評価はちょっと低くなったんですけれど

も、やり方次第で、区の特徴をぜひ活かしていって頂きたいと思いまし

た。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 今日は全体会ですので、分科会の報告につきまして、ほかの委員の皆

様から何かご意見、ご質問があれば承りたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 松本委員。 

松本委員  Ｃをたくさんいただきましたので一言申し上げたいと思います。 

 我々、日常仕事をやっていますと、どうしても個々の事務事業単位

で、少しずつそれをよくしようという視点にどうしても閉じこもりがち

なんですけども、今回、このみらいプロジェクトの評価ということもあ

りますので、やはり本来めざすべき姿に近づいているかどうかという広

い視点からの指摘をいろいろいただいたのかなというように感じまし

て、少しそういうところを反省しているところです。 

 今もご意見がありましたけど、例えば消費者行政であれば、消費生活

センターがいろんなイベントをやって、それがうまくいっていれば何と

なく私どもはうまくいっているように思い込んじゃう。男女平等のＭＩ

Ｗもしかりですし、国際でも平和事業をちゃんと一生懸命やっていれ

ば、何かやっているような気になるんですけども、やっぱり学識の委員

の方々からいろんな指標だとか数値だとか、そういう客観的なことも含
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めて、広い立場で、本当にめざすべき姿に向かって個々の事務事業が組

み立てられているのかみたいなことで、普段ちょっと抜け落ちていたと

ころをいろいろ指摘いただいた結果がＣだったのかなというように思っ

ております。ありがとうございました。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 そのほか、委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

 

 （３）環境まちづくり・政策経営分科会 

 

湯浅委員  それでは、次の分科会の報告に進めさせていただきます。 

 資料６－３をご覧ください。環境まちづくり・政策経営分科会よりお

願いしたいと思います。 

 朝日分科会長、よろしくお願いいたします。 

朝日委員  環境まちづくりの分野を担当させていただきました朝日と申します。

よろしくお願いいたします。 

 環境まちづくり・政策経営分科会は、11施策がある中、施策の目標36

がＣで、あとはＢということで、一番多分ばらつきが少ない結果になり

ました。 

 中身、内容も個々の委員の評価も、判定のところをご覧いただくとわ

かるかと思うんですけれどもあまり、ちらほらＣがあり、でも全体では

Ｂ、それからＣになったものについては全員ほぼＣという、あまり個々

のばらつきがない特徴がある。 

 あと、点数につきましても、ざっと見てみますと、主な取組みの点数

が高く、指標がそれよりも少し下がるケースが多くて、例外はあるんで

すけれども今後の方向性が一番低いという傾向の施策が多かったなとい

うふうに思います。 

 個々の説明に入らせていただきます。 

 まず１番目の「地域ごとのまちづくりのルールをつくります」という

施策です。これは主な取組みに関しては、協議会と計画段階から取り組

んでいるとか、あと地区計画という手法を着実に進捗させているという

点で、取組みの問題はそれほどないという評価となりました。 

 指標と今後の方針のほうに入りますと、土地だとか住宅だとかの、い

ろんな意味でのその受給が変わっていく中で、そもそも地区計画という

手法自体が、つまり上から網をかけるという形の都市計画の硬直性みた

いなものが出てくるところなので、地区計画というやり方をもうちょっ

と柔軟に考えていく必要があるのではないか。 

 その１つの方向性として、もう一つの指標として挙げられているエリ

アマネジメント団体についての議論が多く出ました。エリアマネジメン

ト団体は地区計画と比べて主体に働きかけていく方法なので、有効であ
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ろうと。ただし、ここにも書いてありますように、エリアマネジメント

団体が増えるということが、すなわち良好なまちづくりに結びつくとい

うわけではなくて、継続的によい活動をしていってもらうということが

大事でありますので、継続的な活動だとか活動の質というところに関し

ての区の働きかけというところを、今後は重点的に考えていったらいい

のではないかということが出ました。それから、エリアマネジメント自

体は千代田区はとても先進的な取組みをお持ちですので、そこの知見を

蓄積して進めていくことができるのではないかと、そんな意見が出まし

た。 

 次に２番目の「多様な暮らし方に対応した住まい・住環境づくりを進

めます」という施策に移ります。取組みに関しましては、居住確保に関

する制度はハード整備それから住宅ということで、高齢者、障害者、ひ

とり親、子育て世帯など、さまざまな属性の区民に対応する必要がある

んですけれども、そこの検討も幅広くされており、全体の取組みとして

は評価できるということになりました。 

 それから、居住支援協議会設置というのがちょうど進行中というとこ

ろで、その成果がまだ出ていない段階なので、そこを注視すべきである

という意見が出ました。 

 指標についてですけれども、設定されている指標自体については順調

に進捗している。だけれども、今申しました居住支援制度の成果という

のはやはり重要なポイントになりますので、そこの指標を追加したらよ

いのではないかという意見が出ました。それから、指標が住まいや居住

環境に満足している人の割合という大きな満足度の指標になっているの

ですけれども、施策の対象とニーズがセグメント化されているというこ

とを考えると、このような漠とした大きな指標だと少し不十分なのでは

ないかという意見が出ました。 

 それから、今後の方針についてですけれども、ここで多く出たのはマ

ンションに関する意見です。住宅というとマンションが大勢を占めます

ので、その管理というのをどういうふうに推進していったらいいのか。

区の役割という点から考えたときに、管理組合の自主的な管理を推進し

ていくべきなんですけれども、それに対してまちみらい千代田という窓

口が組織的にそこまで大きなものではないという状況の中で、どのよう

に自主的な管理組合の活動というものを促していけるかというところが

課題であるという意見がまとまりました。 

 次の施策に参ります。３番目はだれもが移動しやすい環境の整備とい

うことで、移動、交通に関する施策です。主に取り組まれているのがコ

ミュニティサイクル、それから電線類地中化などのバリアフリーでござ

いました。 

 主な取組みに関しては、特にコミュニティサイクルなどは社会実験の

段階も含めたデータの蓄積が充実しておりまして、そのようなデータに



- 28 - 

基づいたきめ細かい対応がなされている点が、とてもよい取組みとなっ

ているという評価です。それから、バリアフリー化なども着実に推進し

ているという評価となりました。 

 指標に入ります。設定された指標については着実に進捗しているとい

うことですけれども、バリアフリーがこの施策の中では非常に大きな目

的となっているにもかかわらず、電線類地中化のところでバリアフリー

を見ているだけになっているので、施策の中での重要度合から言うと、

ほかに指標が別立てであってもよいのではないかという提案がありまし

た。 

 それから、コミュニティサイクルの指標について、進捗自体は順調で

すけれども、それをどういうふうに表せばいいのかという点で、回転数

がいいのか、貸出数がいいのかというような、少し細かい議論かもしれ

ませんけれども、指標の取り方に関する提案がありました。 

 今後の方針としまして、電線類地中化のお話は、幅員が広い都道など

と比べて区道のほうは技術的な問題もあって、なかなか進捗が難しい部

分もあったり、また景観問題、街路樹問題とのバッティングがあったり

ということで、いろいろな意味で調整のコストがとても高くなってい

る。そこでやはりこの施策目的とか優先順位を、根拠を明示しながら説

明していくことが必要なのではないかというご意見が出ました。 

 それから、コミュニティサイクルに関しては、コミュニティサイクル

単体で見ますと非常に進んでいるんですけれども、鉄道駅、つまり鉄道

の利用者との連携など、交通体系全体の中で考えていくという観点から

は、ポートの設置位置にいろいろ難しさがあるということではあります

が、鉄道事業者やほかの交通機関との連携というのをもう少し考える必

要があるのではないかと。あと成果を見る範囲について、ここは意見が

分かれたといいますか、考え方が別に出ました。周辺区との連携で事業

を行っている反面、成果として見るときには千代田区の利用者という形

で見ることになりまして、その点で、成果をエリア的に完結する形で見

ていったほうがいいのか、それよりも広域連携という形で、区内完結型

の構築ではなく利便性という点で、広域の視野で考えていったほうがい

いのではないかという意見が出ました。 

 次、施策の目標５、「みんなで助けあう減災のまちづくりを進めま

す」は防災の分野になります。結果はＢとなります。これは、珍しく、

今後の方針のほうが評価の高かった施策になります。 

 主な取組みとしましては、災害対応に関して、病院、大学との協定締

結など、着々と進捗しているという評価です。ただ、注目をされました

のが、事業者への備蓄費用助成の予算の執行率が低いということ。助成

という形の事業の執行率が低いので、その取組みを促すに当たっての工

夫の余地があるのではないかという指摘です。 

 指標につきましては、地下街の避難訓練等の実施率という指標の現状
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値が低いんですけれども、ご説明を伺って、今後策定が見込まれる計画

の目途がもう立っており、訓練の実施率も向上するということで、あま

り問題はないのではないかと。それから、目標値を100％に設定してい

ることの妥当性も、分野の性質から問題ないということになりました。 

 今後の方針については、やはり区の昼間人口を考えると、民間施設の

活用、協助の視点が重要だというところで一致しました。ずっと課題で

はあるんですけれども、やはり自助・協助をさまざまな手段を講じてア

ピールしていく必要があるというところで一致しました。 

 それから、その他としまして、取組みとして避難所運営ゲーム訓練な

どの工夫が見られることが評価されたのと、オリンピック・パラリンピ

ックに関しては、災害というのは大きな課題となりますので、行政の中

での役割分担も含めて重要であろうという確認の意見が出ました。 

 以上になります。 

 次の施策の目標６ですが、こちらも防災で、「建物の耐震化を促進し

ます」という目標になります。こちらも評価結果はＢとなります。 

 取組みとしましては、耐震化という重要な課題に対して、助成の対象

化を拡大したりしている取組みは評価できます。それから、マンション

所有者の合意形成などに向けても、きめ細かい取組みが見られるという

ことです。 

 こちらに関しましても１点出ましたのが予算の執行率が低い事業でし

た。アドバイザー派遣事業が０％だったというのが特に指摘されまし

て、あるべきものとして手厚く予算を計上しているという、あるべき論

としては理解できるのだけれども、執行率という点から考えると、何か

そこにやり方として工夫の余地があるのではないか。もしくは区として

取り組むべきかどうか。もしかしたら、ほかの自主的な取組みとしても

う達成されており、ニーズが満たされている部分もあるのではないかと

いうところも見直してはいかがという意見がありました。 

 それから、指標です。指標はおおむね順調という評価ですけれども、

100％であるべき区立施設のところの進捗が足りないというところがあ

りまして、そこは権利関係のちょっと特殊な事情があるというご説明で

したので、設定自体に現実味がないところをどうするかという、指標の

設定の仕方に関する考え方の意見が出ました。 

 今後の方針についてはやはりマンションに関する合意形成が課題であ

ろうということで、マンションの住民あるいは管理組合などに対する働

きかけというのはいろいろな分野で課題になっておりますので、ここも

耐震化だけを窓口としてアプローチしていくのではなくて、ほかの福祉

などの施策と連携して取り組んでいったらいいのではないかという意見

が出ました。それから先ほどの予算の話に絡んで、助成というやり方も

一つの誘導策ではあるけれども、助成という形ではない促進策を工夫し

てもいいのではないかというご意見が出ました。 
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 次、７番は緑地、景観の施策のほうに移りまして、「身近な緑を増や

し、うるおいのあるまちをめざします」という施策の目標となっていま

す。こちらも評価はＢとなります。生物の多様性の推進、それから身近

な緑の保全ということに関しても、主体である地域の団体や法人と連携

しているというところがよいという評価でした。 

 指標に関して、達成率が非常に高くなっているところがありました。

これは区民参加型のモニタリング調査に参加した人数というものに、学

校を通じて参加を促したということで、指標の達成率としては瞬間風速

的に上がってしまっただけなのではないかという印象もあるけれども、

環境教育という観点から、若い世代への働きかけは非常に有効なので、

こういった形で指標を達成していくというあり方は良いのではないかと

いう評価でありました。 

 それから、指標そのものに関しては主に２点ありました。設定されて

いるものに対しては順調なんですが、１つは濠の水質検査という水質に

関する指標があるんですが、これは、検査主体は区であるけれども、取

組み自体はほかの環境省や東京都の取組みに依存して決まってくる部分

もあります。においだとか、苦情とか、区民が実際に感じるという意味

でのアウトカムとしては適切なんですが、それに対して区の努力がどの

程度反映されるかという点での指標の難しさがあるという指摘が出まし

た。 

 それから、予算との関連で言うと、整備上のハード部分の比重が大き

いので、その部分は指標として見たいということで、整備の進捗に関す

る指標というのもあるのではないかという意見が出ました。 

 それから、今後の方針についてですが、いろいろな窓口を通じて進捗

しているという点は評価できる。つまり、環境連携会議やアダプト制度

といった、ネットワークや枠組みはできていると。今後はその第二段階

目として、そこで何を達成していくのか、どのような成果、どのような

空間、まちを創出していくかという部分を明確にする必要があるのでは

ないかというご意見が出ました。 

 それからあと、連携についてです。環境、緑ということですが、環境

教育ということであれば子ども部と連携、また地域に関する他の施策と

か、いろいろな意味での連携が必要な部門でもありますので、連携を強

化する必要があるというご意見でした。 

 次は８番になります。８番は「地域ごとの特性を踏まえた景観を守り

育て、千代田区の魅力を高めます」という目標で、こちらも全体の評価

はＢとなります。 

 主な取組みとしましては、事前協議の実績なども含めて順調に推移は

している。ただ、議論の多くを占めたのが、景観行政全体のあり方でし

た。景観行政団体への移行を見据えて、そのガイドラインで運用をして

いる状況であるにもかかわらず、実際には東京都との調整などで景観行
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政団体への移行がかなっていないという事情があると。そこで推進に当

たって、肝心の区民や活動主体に二重行政的な手続が発生してしまって

いるところが問題として大きく挙げられました。 

 指標としましては、地区計画ということが指標になっているのです

が、必ずしも地区計画イコール景観がいいというわけではないので、地

域ごとの特性を踏まえた景観という目標に合った施策の指標を立てるべ

きではないかという意見が主となります。 

 今後の方針としましては、主な取組みのところで出た議論に戻ります

けれども、景観行政としての一元化を図る方向で推進していくとすれ

ば、区が景観行政団体になることの意義やメリットというものを、もう

少しわかりやすく打ち出していく必要があろうと。活動主体への負担と

いうことを考えると、その行政間の調整に関しても頑張って推進してい

くべきであろうという意見が出ました。 

 以上です。 

 次は地球環境の話になりまして、施策の目標12「地球に優しい環境づ

くりを進めます」。評価はＢでございます。 

 主な取組みとしましては、緑化、省エネ、エネルギーと温暖化対策に

関するメニューは充実しているんですけれども、ここもやはり予算執行

率が低いということで、助成というやり方に限界もあるのではないかと

いう議論が出ました。 

 それから、地域特性としまして、業務のエネルギー利用が大勢を占め

るということで、事前協議制度は効果的であるという評価です。 

 それから、基本的には環境先進都市として、他区市町村に見られない

先進的、総合的な幅広い取組みが行われているという評価です。 

 指標に関してですが、設定されたものに対しては順調に進捗している

ということになります。ただ、エネルギーの自立度に関する指標がある

んですが、これはもともと低い目標値しか期待できないんですけれど

も、進捗もまた難しいということで、そもそも指標として設定して意味

があるのかという指摘も出ました。 

 それから、打ち水に関してです。打ち水は千代田区の中でも象徴的な

イベントでもありますが、このヒートアイランド対策の観点で言います

と、主体的に企業なり地域の主体の方がやってくださらないと意味がな

い。やはり象徴的なイベントであるということでよしとするだけではな

くて、主体的な活動をサポートしていく必要があるというご意見が出ま

した。 

 今後の方針について、ゼロエネルギー建物の象徴としてのエコセンタ

ーの建設事業というものがあるんですけれども、これに関しても象徴と

なるというところだけではなくて、継続的な効果や利用方法などについ

ての議論を継続していく必要があるというご意見が出ました。 

 それから、先ほど指標のところでもありましたエネルギー自立度に関
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しましては、自前で進めていくのはもちろんですけれども、地域特性を

踏まえますと、カーボンオフセットやクレジットの活用、それから他地

域との連携などをもう少し積極的に考えていくのがよいというご意見が

出ました。 

 それから、事前協議制度について基本的にはよい評価ですが、新築に

関する制度なので、既存の建物についての取組みを見直ししていく必要

があるというご意見がありました。 

 また、先ほど予算の執行率のところで意見が出ました助成制度につい

ても、こういうメニューがありますよというだけではなくて、もうちょ

っとメリハリをつけて、ターゲットになる対象へのインセンティブを考

えたメニューにしていく必要があるというご指摘がありました。 

 以上となります。 

 次は13です。施策の目標13は「資源循環型都市をめざします」という

ことで、こちらも環境の分野になります。評価としてはＢとなります。 

 主な取組みとしましては、ここはもう事業系ごみが多いという地域特

性がはっきりしておりますので、事業者に対する指導という形のアプロ

ーチは効果的であろうという評価です。それから、昼間区民ですとか中

小の企業に対しての取組みというところが課題になってきますけれど

も、そこはなかなかデータの把握が困難であるということではあります

が、お弁当のごみに対する取組みなど、地道な取組みがあるというご説

明がありまして、その方向性でぜひ進めていっていただきたいという評

価です。 

 指標に関しては、改善に向けて評価はできるんですけれども、この改

善の度合いからいうと目標値がちょっと高いので、このままだと目標達

成は困難ではないかと。目標自体が高過ぎるのかもしれないですし、課

題との関連でいいますと、中小企業向けの取組みとしては千代田エコオ

フィス町内会の加入率などが効果的と思われるので、その辺りを指標と

して見ていったほうがよいのではないかというご意見がありました。 

 それから、今後の方針に関してですが、根本的に日本全体で最終処分

場の容量が不足していることを踏まえ、減量ということにもう少し立ち

戻って考えてみると、マンション住民へのインセンティブの強化をして

いかなければならないですし、有料化も視野に入れてもいいのではない

かというご意見が出ました。 

 それから、熱回収、サーマルリサイクルと資源リサイクルの面ではエ

ネルギー活用の観点で二律背反するという観点もあるので、そこは区と

してどちらを優先するのかという方向性を整理しておく必要があるので

はないかというご意見が出ました。 

 次は36番です。36、37は、区政に関する施策です。 

 まず、36は「区民の参画・協働と開かれた区政を実現します」という

ことになりまして、こちらがこの分科会では唯一のＣという評価になり
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ました。 

 区民の参画・協働ということですけれども、まず取組みの多くを占め

るのが情報発信というところになっています。その情報発信に関して

は、充実しているのですが、そのほかの参画の機会の提供、またそれを

どういうふうにどんな場面でやっていくかということに関しては、もう

少し積極的な取組みが必要ではないかという評価になります。 

 指標にそれが表れていまして、「区に関する情報を得ていない人の割

合」は目標値が達成されているんですが、ほかの指標はいずれも初期値

を下回ってしまっている。「区政に参加したことのある人の割合」も低

下している。これはやはり施策の目標からすると大きな問題ではないか

ということです。 

 議論として出ましたのが、区の地域特性、特に近年の転入区民の属性

です。子育て世帯が多いという話もありましたけれども、そういった変

化と指標が合致していないのではないかというご意見が出ました。 

 それから、協働に関する指標がない、という指摘もありました。区内

の大学や企業とのいろいろな協働の余地もありますし、現実にもやって

いるということで、この施策の目標からするとそれらを指標化していく

必要があるというご意見が出ました。 

 今後の方針としましては、指標のところの意見を受けまして、区民サ

イドの特性の変化ということに伴う視点が今のところ乏しいので、そう

いった傾向の変化に対する対応をしていく必要があるという評価となり

ます。 

 それから提案としまして、コミュニティ予算配分制度のように、一定

の活動や参画をする主体に予算執行を委ねるというやり方も考えてもい

いのではないかというご意見がありました。 

 その他では、今後の方針のところとも非常に関連するのですけれど

も、参画は全ての部署が関連するところなので、全庁的に自覚を持つ必

要があるというご意見が出ました。その意味では、政策経営部が統括し

て情報発信をしてフィードバックするというやり方よりも、各事業部の

参画とか協働の取組み事業に対して具体的なバックアップをしていく。

つまり、そこの情報を吸い上げて、それに対して個々にバックアップを

していくようなやり方のほうがいいのではないかという提言が出まし

た。 

 次は最後の施策になります。37番は、「質の高い、効果的で効率的な

区政運営を推進します」ということで、結果はＢとなります。 

 これは指標がないタイプの施策でして、まず主な取組みとしては、行

政評価に関しては、改革を重ねてきており、ＰＤＣＡで循環する仕組み

が構築され、充実が図られているという評価となりました。ただ、変化

を重ねておりますので、当然のことながら、その成果を今後注視する必

要があるという評価です。 
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 それから指標については、何らかの指標を設定する必要があるのでは

ないかというご意見が大勢を占めました。例えば以前にも実施されたか

と思うんですけれども、職員に対する意識調査も目標に関しては重要な

情報になりますし、「めざすべき10年後の姿」に記載がある人材育成、

職員の認識、働き方、そういった観点から指標を設けることは可能であ

ろうというご意見が出ました。 

 今後の方針につきましては、区民アンケートで重要度は高いけれども

満足度が低いという結果になっておりまして、このギャップについては

やはりきちんと把握しておく必要があろうと。やはり効果的・効率的で

ないと思われているということは問題であろうということです。区とし

ての取組みはこの行政評価制度の改革も含めて進んできているので、区

民に対する説明の部分が重要であろうというご意見が出ました。 

 それから、当然ではありますけれども、全庁的な議論によって効果

的・効率的であることを目指すと同時に説明していくということが必要

であるというご意見が出ました。 

 以上となります。 

 全体としまして、最初に申しましたように、議論はかなりあったんで

すけれども、評価としては割れることが少なかったと。その理由として

は、私の感想ですけれども、部長さんのほうから一元的に説明をしてい

ただいたということがあるかと思います。私は子ども・保健福祉分科会

にも参加させていただいたので、そちらでも同じように感じたのです

が、ご担当の全ての施策について、ほぼ一元的に説明していただいたの

で、その指標がいい指標なのか、現実を把握するにはちょっと乖離して

いる指標なのか、また今後の課題として認識されているところについて

の施策間での関係が非常にわかりやすかったと思います。こちらが外か

ら取組みや指標を見て限られた情報の中で判断をするときに、ご説明い

ただくに当たってわかりやすかったということもあって、評価が収斂し

ていった部分があるのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。こちらは資料６－３の頭紙の環境まちづく

り・政策経営分科会、１の開催概要のとおり、２の評価委員の方々に３

の担当施策を評価いただきました。 

 分科会でこちら評価いただきましたほかの委員の皆様、補足のご意見

はございますでしょうか。 

 鈴木委員。 

鈴木委員  鈴木でございます。 

 朝日分科会長から冒頭に評価のばらつきが少ないというご指摘があり

ましたけれども、この指標を委員が読み解く上での参考資料としまして

こういうものがあったらいいなというのがございまして。それが、可能

な範囲で都内のほかの区市町村の施策との比較資料です。量的あるいは
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質的な比較があると、より精度の高い指標の評価ができるかなと思いま

した。 

 もちろん区市町村によって置かれた状況は全く違いますので、単純な

比較はできませんし、決してほかの区と横並びになることが望ましいわ

けでもありませんけれども、しかし、そういう他市区町村との比較デー

タがありますと、サービス水準の相場観とか、あるいは過剰サービスに

なっている部分、あるいは過少な部分が見えてくると思います。特に過

剰な部分というのは、これはなかなか区民から不満としては出てきませ

んので、そういうことを見る上でも他区市町村の施策の状況がわかるも

のがあるとよいのかなというふうに考えた次第です。また、それは区民

にとっても千代田区のサービスというのがどういう水準なのかというこ

とを知る貴重な材料になると思います。そうすると、これはそういう状

況を踏まえた上で、また区民の方も満足度アンケートに回答してくださ

ると、これは満足度アンケートのまた精度も高まってくるかなという気

がいたしております。 

 以上でございます。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 松井委員、どうぞ。 

松井委員  松井でございます。 

 私からは、最初に、Ｂが多いことの弁明ですが、実は単にＢが多いと

いうことはあまり気にされる必要はないと思います。それは、一つめの

理由として、全ての事業、施策の進捗度が高かったという事実であるた

めです。もう一つの理由は、実はＢ区分やＣ区分ですが、これは基準の

区分の範囲でいえば、若干Ｂのほうが幅は広く設定されています。その

ため、Ｂの評価に入りやすいというのが事実です。むしろ気にされた方

がよいのは、パーセンテージの割合に注目し、Ｂ区分の中でも低いもの

と高いものがある、という結果です。我々の評価の中でもＢとはつけて

はいるものの、低い評価も高い評価もありました。 

 その中で特に低いものといいますと、例えばお手元の資料で言えば、

14ページにあります施策の８です。千代田区が景観行政団体に移行する

か否かということにつきまして、我々分科会の中でも実は立場が分かれ

ました。私自身は、東京都とは事実上の協議がかなり進んでいる中で、

東京都側がなかなか正式な協議に移行されていないのではないのかと述

べました。景観法では、景観行政団体がその景観を守り、保全をしてい

くということが趣旨となります。例えば、面的な景観保全が課題である

とすれば、隣接する区との間で相互に取り組むこともあるのではないで

しょうか。この点は、区としてしっかりと姿勢を示されてご意見される

のが適切かなと思いました。 

 この点に関して言うと、指標の設定自体が地区計画の適用範囲となっ

ていましたが、仮にこれが東京都の求めている要件であれば遵守すべき
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であるのでしょうが、景観行政の趣旨から考えるとこの指標が適切では

なく、むしろ、より重要な指標があるのではとご指摘させていただきま

した。 

 もう一点、この分科会、政策経営が36、37になっております。37は

我々行政学者にとってみると極めて重要な部分がたくさん盛り込まれて

おります。人事や財務、議会との運営、情報管理とこれらはいずれも指

標をしっかりと立てて測定をしていかなければ行政の効率化にはつなが

らないものばかりです。しかし、あたかもまるで全てが一貫、連携して

いるかのように37に放り込まれ過ぎている。この点は少し整理をしてい

ただいて、例えば人事なら人事、財務なら財務、情報なら情報、それぞ

れを独立した指標のもとで測定されるのが宜しいのではないでしょう

か。特に、他の分野に非常に関わる分野、施策でありますので、この点

についてはご検討いただくのが適切ではないかというふうに思った次第

でございます。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様でご意見はございますでしょうか。 

 坂田委員。 

坂田委員  はい。政策経営部の部分で、ただいまご指摘いただいた部分で、何か

自治の根幹に関わるところが、36、37でございます。 確かに、区政参

画、さまざまな政策経営部が、１つ、方針を持ちながら、全庁的にもそ

れを示し、それぞれの事業部においても、合意形成を含め、区政参画の

方法というのは手を尽くしております。協議会方式であったり、説明会

方式であったり、ワークショップであったりと、さまざまな形をとって

おるんですが、指標を見ると区政に参加はしていないとか、やはり事実

として、それが出てきている。さらには昨今の施策の進行状況を見る

と、確かにさまざまな大きな施策の中で進めるべきものが途中でストッ

プをしているというようなことが具体的にございます。ご指摘も賜った

ところですので、大きな方針というよりは、最後に外部委員の方にご指

摘をされたところですけれども、各事業部にそれぞれの合意形成のあり

方というのは具体的にあるんだろうと思うんですが、各事業部に寄り添

った支援というものをしていかなければいけないと。政経部が一元的に

こういう方針だみたいなことよりも、具体的なケースを想定したものを

ちょっと考えて支援しなければいけないというようなご指摘も賜ったと

ころでございますので、その点、十分留意をしていきたいというふうに

思います。感想でございます。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 そのほか、ご意見はございますでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員   それでは、以上で３つの分科会のご報告は終了となります。行政評
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価委員会全体会としてこちらの評価を確定としたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 こちらで評価を確定とさせていただきます。 

 続いて評価制度全般に関わるご意見をいただきたいところなんですけ

れども、こちらで休憩を挟みたいと思います。 

 ４時開始ということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  はい。よろしくお願いいたします。 

 （休憩） 

 

３ 行政評価制度等に関する意見 

 

湯浅委員  それでは、お時間となりましたので、議事を再開させていただきたい

と思います。 

 次第の３番、行政評価制度等に関するご意見、全体のご意見でござい

ます。委員の皆様よりそれぞれご報告をいただきたいと思います。 

 休憩の間に、先ほどお配りをさせていただきました資料がございま

す。施策の目標、施策判定評価表、右上に「朝日委員」とある資料でご

ざいます。左上ホチキス止めの資料でございます。皆様よりいただきま

した原稿につきましては、ほぼそのままコピーをさせていただいたもの

でございまして、現時点で作成過程のため、会議終了後、回収させてい

ただきたいと思います。 

 こちらにつきましては敬称を省略させていただきまして、学識委員か

ら50音順、続いて内部委員の50音順でいただいた意見をつづらせていた

だいたものでございます。多くのご意見をいただいております委員にお

かれましては、その中から重点的にご発言いただくことでも結構でござ

います。なお、こちらご発言がなくとも掲載されているご意見につきま

しては、今後、取りまとめの上、報告書に掲載させていただきますの

で、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ページの順に朝日委員のほうからお願いしてよろしい

でしょうか。朝日委員、よろしくお願いいたします。 

朝日委員  はい。主に３点あります。まず指標についてですけれども、これは分

科会の中でも何度か申し上げたんですが、指標の評価のところで、指標

そのものの進捗度合に対する評価というのが本来の趣旨なんですけれど

も、やはり２つか３つの指標ということになると指標自体が適切でない

ということになったときに、指標そのものに対する適否というものが評

価の観点の中に入ってこざるを得ないという問題を感じました。私はあ

くまで実績、達成状況を見ます、指標の適否は別ですと言い続けていた
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んですけど、議事録を見たら、指標の適否も評価に入っている場合があ

ったので、その識別については、やはり極力切り分けることが重要だな

というふうに思っています。 

 それから、評価結果についてですが、これは先ほどの松井委員の意見

と同様で、結論としてＢ評価が多くなったんですけれども、評価プロセ

スの点でそうなったという意味では適切だと思います。けれども、それ

をどうするかという反映、つまりＢをどう考えていくかということにな

ると、そのＢの中の質的な相違が重要です。同じＢでも点数の分布が

４、３、３なのか、３、４、３なのか、今後の取組みのところが低いの

か高いのか、指標が低いのか高いのかというような質的な情報をある程

度読み取ることができると思いますので、Ｂ＋なのかＢ－なのかというよ

うな分析の仕方を改めてしたらいいのではないかなと思いました。 

 それから、３つ目です。この行政評価の全体の建て付けとしては、内

部評価がいわゆる改善のための評価で、ここの外部評価に関しては、総

括的、つまり結果として今の段階でどうだったのかということで、Ａ、

Ｂ、Ｃと出しています。そういったサマティブ、総括的な評価だからと

いって、その改善をどうしようかというための情報がなくていいという

わけではない。このような総括的な評価は評価結果自体を説明責任とし

て示すというよりも、むしろどうしてそうなったのかという、この分科

会で議論されていたような、この指標ではかるとこうなるけれども、そ

の背景にはこんなことがあるとか、それを踏まえるとどういう方向性に

行くべきであるかとかいう、数値による評価の背景を示す場だと思いま

すので、この評価制度で回していくときには、つまり一次評価として内

部評価、その総括的評価として二次評価ということであるならば、その

二次評価の示し方は、ぜひ、分科会で開示されたような質的な情報を説

明する場としていただきたいなということを思っています。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございました。 

 続いて２枚目、出雲委員、お願いいたします。 

出雲委員  はい。出雲です。私は１枚目に書いておりますのが地域振興分科会の

全体意見で、その次が子ども・保健福祉分科会の全体意見になっており

ます。 

 まず、政策分野を問わず評価方法の関係なんですけれども、指標につ

いてなんですが、既にもう設定されているものですから、どの程度それ

について議論するのかというふうなことは考えまして、３点目に書いて

あることですけれども、指標が充実すれば施策が充実するわけではない

わけでして、あくまで進捗を管理するツールですから、一度設定したも

のは設定したものとして評価するんですけれども、それを突き詰めて何

か議論するよりは、進捗というものが本当にあるのかどうかというよう

なことで、指標以外にもやっぱり進捗を見るもの、例えば補助的な指標
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ということになるのかもしれないんですけれども、そういったものと組

み合わせながら見ていく必要があるのかなというふうに思いました。 

 これは今後の課題ということで、あとは残りのプロジェクトの期間が

ありますので、その期間を例えば補助的な指標をどういうふうに設定し

ていくのかというようなことが課題だと思いました。 

 また、私としては、主な取組みというのも理解したいというふうに思

ったんですけど、今後の方針をどうするのかというので結構気になると

ころがありました。評価シートの中では、最も記載が少ない部分だった

かなというふうに思っていまして、主な取組みをアピールするというも

のが評価なわけですから、今後の方針はちょっと補助的にしか書いてい

なかったというようなことだと思うんですが、今後どういうふうなこと

でどういうふうに見直していくのか、その見直し方針というふうなもの

がより詳細に記載されてもいいのかなというふうに思いました。ただ、

この評価を受けてまたそういったものが検討されていくことだと思うの

で、今はないということかもしれないんですが、ただ、評価の時点でも

見直し方針というのはあっていいんじゃないかなと。一次評価の部分で

もあっていいんじゃないかなというふうに思いました。 

 このこととの関連なんですけれども、外部評価の場合には、情報をそ

こまで詳細に正確に把握するということがもしかすると難しいかもしれ

ないということを前提とするならば、内部評価というのはもう少し厳し

くてもいいかもしれないというふうに思いました。現状の内部評価は評

価をする上で参考にしていいかどうかちょっとわからないというような

感じがありましたので、もう少し内部評価を厳しくすると、外部評価に

ついてもより見るところを絞って見ていけるんじゃないか。今は何か全

体を見るというような感じなんですけれども、内部評価がもう少し重点

を絞ってくれていると、もうちょっとターゲットを絞って見れるという

ふうなことを持ちました。これは評価の効率性というふうなことにつな

がるかなと思いました。 

 あと、先ほど鈴木委員からもお話があったんですが、全体として他区

との比較というのは資料には少なかったというのがありました。これ

は、特に福祉の分野などではほかよりもサービス水準が高いということ

がありましたから、目標にそもそもしていないというようなことがあっ

たかと思うんですけれども、地域振興などではもう少し他区との比較が

あってもいいのかなと思いました。 

 また、地域振興政策の中で１点、課題は、区民参加という点と、あと

地域のブランド化という点、さらには、特に相談業務ということに関す

る組織の横の連携というふうなことで、私自身は理解をしました。 

 次に、子ども・福祉・教育のほうなんですけれども、１点目に、評価

の方法としまして、これは評価制度自体を効率化する上で内部評価を詳

細にしてみたらどうかということと、外部評価の目線合わせという意味
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なんですけれども、外部評価について具体化する基準、これは指標が本

来その役割を果たすんですが、指標がなかったりですとか、あと濃淡が

ありましたので、そのために具体化する基準を設けてもよいかもしれな

い。それが目線合わせにつながるかもしれないというふうに思いまし

た。 

 また、福祉分野についてなんですけれども、量的にサービス量は非常

に満たされているんですけれども、ただ、それが千代田区の特徴として

成立しているのかというのは、まだその段階、状態ではないのかなとい

うふうに思いました。もう少し福祉とか教育というようなものでアピー

ル、またはブランド化というようなことができるのではないか。ちょっ

ともったいないなというふうに感じるところがありました。 

 また国際化への対応、また施設を整備した後にそれをどういうふうに

活用していくのか。また福祉分野でのニーズの急増に対してどういうふ

うに予測や事前の対応を行っていくのか。こういった点に課題があると

いうふうに思いました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、続いて鈴木委員のご意見ですけれども、先ほど、ほかの業

務がございまして退席されておりますので、私のほうから読み上げさせ

ていただきたいと思います。 

 今回の行政評価では、主として千代田区が単独で実施する施策を評価

対象としたわけであるが、その中で、近隣区や都との連携、協働の必要

性を感じることが少なくなかった。例えばコミュニティサイクルの利用

は千代田区で完結するものではないし、ごみの焼却・処分は23区全体と

して行っている。建物の耐震化や景観行政については区と都の役割分担

が重要である。また、児童相談所を都だけではなく区も設置できること

となった。近隣区や都の連携が必要な分野におけるサービスの質の向上

やコスト負担の適正化についても検討していく必要があるのではないか

というご意見をいただいております。 

 続いて、谷本委員、よろしいでしょうか。 

谷本委員  はい。 

 まず、最初の評価方法についてというところは、先ほどより松井委員

ですとかからご指摘があったと思いますけれども、気になりましたの

は、いただいた二次評価の評価方法の中で、点数基準が実は５段階で私

どもつけているんですけど、判定評価になるとＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという４

つに分かれておりますので、私どもが判定した意図が、評価した意図が

判定に反映されていなかったという印象を受けました。今後も点数割合

を使いたいということであれば、例えば「どちらでもない」をＢにする

とか、何か判定基準を変更していただいたほうがよいのかなというとこ

ろで書いております。 
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 それから２つ目が、指標設定の評価についてということで、先ほど朝

日委員がおっしゃられたように、指標そのものに対する評価の項目の部

分と、それから、私は今後の方針の部分というのは別に設けていただい

たほうが評価がしやすいかなというふうに感じました。それと、皆さん

それぞれのセクションで設定された指標が適切かどうかというところの

部分と効果が出ているかどうかというところがやっぱり悩ましいところ

でしたので、まず設定した指標が適切かどうかという部分について検

証、すり合わせの作業、まさに企画の担当部門と、それから実際に事業

を担当されているセクションとの認識の共有というんですかね、そこを

評価を実施する前の段階、できましたら計画策定の段階でやっておいて

いただけると、もう少し評価の作業がスムーズに進んだのではないかな

というふうに思っております。 

 それから、施策目標と主な取組みの関係についてということで、私ど

も１枚の施策評価シートに記載されている、いわゆるピックアップされ

た取組みを達成状況分析として評価しましたので、なかなかそこに盛り

込まれている情報が担当のセクションによりまして記載のばらつきがあ

りまして、なかなか不十分で評価が難しいという施策もございましたの

で、今後の記載については皆さんのご協力をお願いしたいということ

と、それから、この辺から基本計画との絡みになってきますけど、改定

されるに当たっては、やはり施策目標に対して取組みが適切かどうかと

いうところを、計画策定の段階できちんと、今回の評価を踏まえて検証

していただきたいというお願いでございます。 

 それから、指標の目標値の設定の仕方なんですけれども、これはお考

えはいろいろあると思います。実現可能な目標値を設定したい、あるい

は目標値を高く掲げてそこの達成に向けてみんなで励もうとか、方向性

を統一すべきだという見方もありますが、指標によっては統一しづらい

ものというのも施策の内容によってありますので、目標値の掲げ方、ど

こに設定するかというのはそれぞれの担当セクションに委ねてよろしい

かと思いますけれども、むしろ必要なのは説明の部分、なぜその目標値

を私たちは設定したのか、それをちゃんと、考え方、理由なりを示すと

いう欄を設けていただいて、そこを組織の皆さんで共有していただく

と。課題認識を共有していくというところを図りながら取組みの工夫を

求めていったらいかがでしょうかという点です。 

 それと、最後のところは、今度の計画策定のところでちょっと取組み

の工夫をしてくださいという点なんですが、実は施策の目標の表記の仕

方なんですけれども、一覧で今日の資料でもお示しいただいているので

ご覧いただくとおわかりになるかと思いますけど、例えば「相談・支援

の充実」という具体的な事業内容を施策の事業内容に近い表現で出して

いるものと、それからこういう社会をめざしていきますよということ

で、そのために何かを実現するということでビジョンを描いているもの
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が施策の目標のところにすごく入り交じっていまして、すごく私どもで

はレベルが違うというふうに見受けたところがあります。そういう、具

体的に言うと、例えば消費生活の相談を充実するみたいな話と、こうい

う男女共同参画の共生を実現する社会をめざすみたいなところというの

はちょっとレベルが異なるので、それを施策レベルとして同一に扱うと

いうのはかなり無理があるのではないかと。例えば前者に合わせて社会

をめざして何をつくるという表記にするのか、あるいは環境を整備する

とかということで、位置付け、表現を整理、平準化というのを図ってい

ただけると、見る側がわかりやすいので、全部整えるというのはなかな

か難しいと思いますけれども、少しその辺りを意識していただけるとあ

りがたいなと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、松井委員、お願いいたします。 

松井委員  はい。松井でございます。私からは、制度全般に関するものと次期計

画に関するもの２つ、あとは評価全般に関しては運用に関するものと制

度に関するものをそれぞれ２つずつ記載させていただきました。 

 まず運用に関しましては、提供していただいた資料、分量、内容とも

に非常に充実しておりまして、特にデータでいただきましたのは、移動

が多い生活をしていますと、非常にあらゆるところで作業できて、非常

に進めやすくて、充実した事前準備ができました。 

 当日の質疑に関しましても、資料で読み取れない部分も丁寧にご説明

いただきました。特に施策の変遷や現状、指標選定の理由もご説明いた

だき、当日は大変判断をしやすいなかで評価をさせていただきました。 

 他方で、分科会の運営では、事前の提出と事後の評価を変える仕組み

のため、施策をさらに深く理解することができてよかったのですが、も

う少し深く理解することができる機会があればよかったのかとも思いま

した。例えば、事前にフォームをいただいていまして、評価とコメント

を一応お送りしましたが、当日は、各委員は各自手持ちで評価をされて

いました。他の委員のフォームも事前に委員間で共有しておけば、ほか

の委員が何を考えてどういう問題意識なのかを委員間で共有した上で質

問や問題の評価、把握というのができるのかなとも思いました。特に合

議体形式では、短い時間で合意をとることは、大変難しいと思います。

むしろ各委員が独自の評価者としての意見を述べて、機械的に集約する

ことに徹するやり方ももう一つあるのかと思ったことが運営に関する評

価とコメントの２つです。 

 制度については２つございます。多くの情報を資料でいただいて非常

に助かりました。しかしながら、それをどう使うかというのはかなり評

価者の能力や意欲、準備時間や判断力に委ねられ過ぎているかなと思い

ます。これらの評価情報や関連情報は、出来る限り指標化をしたうえで
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点数化をしてしまい、指標の達成度として全てを計算し、一次評価の判

定に使うことがあり得るのかなと思いました。先ほど出雲委員からもご

指摘がありましたけども、一次評価を厳しくするというのは、むしろ出

てくる情報をもう客観的に四の五の言わずにこれだと、何点と出してし

まう。つまりＡとかＢとかを言うのではなく、何点なのかが事前に算出

してしまう仕組みにしてしまう。多くの情報を今回いただきますと、そ

のようなやり方があるのかなとは思いました。 

 ２つ目は、指標についてです。第１回全体会では指標のあり方も含め

てご議論いただいていいということも受けて、分科会の中では指標のあ

り方も少しご議論させていただきました。その結果、見直しをしたほう

がよろしいような指標が多くありました。私の分科会で言えば朝日分科

会長がご指摘したとおりのところになりますけども、ほかの分科会も同

様だと思います。 

 基本計画に関しては、計画としては当然出る部分を確定する計画をつ

くるのですけども、もう少し入りの部分、つまり歳入の部分についても

配慮を置いた計画ってあってもよろしいのではないかと思います。千代

田区は日本有数の財政的に豊かな自治体ですが、それゆえになのか、そ

れ以外の要因があるのか少し私もわからないところがありますが、財源

調達の部分は、必要な財政需要に応じて財源調達されるというのがやは

り自治の姿ではないのかなと思います。そのような計画を策定いただく

ことが今後は必要と思ったことが１つ目です。 

 ２つ目は目標値です。既に計画期間の中で達成している指標が幾つも

ありました。目標値のもつ目的や意味は、今回ヒアリングさせていただ

くと非常によくわかりましたが、おそらく計画という文書や評価シート

を一見した限りでは誰もわからないのではないでしょうか。もしかする

と職員の方もわかりにくいと思います。そして、区民にとっては言うま

でもなくわからないでしょう。しかし、ご説明を受けると設定の理由や

意味が非常によくわかります。つきましては、今後の計画を策定される

中では、先ほど朝日委員も谷本委員もご指摘いただいたとおりですが、

指標の狙いは一体何なのか、選定の理由はどうなのか、指標の数値の算

定方法はどのように行ったのか、と少し回りくどい感じもしますが、そ

れくらい説明を加えないと、この施策のこの目標であるということを意

味することはほかの方々、特に区民にはわかりにくいのではないと思い

ました。 

 ３つ目です。計画期間は仕方がない部分はありますが、すべての施策

が10年間のうち５カ年で一区切りをしている。これは従来からの計画の

やり方でしょうが、施策の進捗度のお話を伺っていると、達成度のスピ

ードが分野によってかなり差がありました。地区ごとの計画を立ててい

る環境状況によってかなり差があります。そこで、計画期間を一律的に

つくってしまうのではなく、達成年度はさまざま施策ごとに考え直して
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いくという、分限的な計画のスタイルというのも考えてみてもよろしい

のではないかという感想を持った次第でございます。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございました。 

 次のページをおめくりください。武藤委員からこちらのご意見をいた

だいております。本日欠席ですので、私のほうから読み上げさせていた

だきたいと思います。 

 今回の行政評価委員会で実務を担当する部長、課長級の皆さんと意見

交換ができたことは、外部の委員としても大変参考になった。 

 指標については、施策の現状を示す指標を加えてほしい。難しいもの

もあると思うが、アウトプット指標でもよいかと思う。 

 今後の課題・取組みについては、施策としての記述ができるように工

夫してほしいというご意見をいただいております。 

 続いて、村上委員、よろしくお願いいたします。 

村上委員  はい。やはり指標のところなんですが、指標が本当に施策がうまく進

んでいるのかというところと関係があるのかというと、必ずしも関係が

強くない指標であるとか、あるいは施策以外の影響をかなり大きく受け

る――例えば子どもの健全育成というのは防犯とか治安みたいなのとか

なり関係があるんですけれども、そういった影響をむしろ受けていま

す。ですので、子どもの安全確保が実際に進んでいても、治安が悪くな

っているとその指標は落ちるわけです。今のは仮の話ですけれども、そ

のような施策以外の影響を大きく受けるような指標がありまして、指標

が達成されているから施策が進んでいるとか、逆に指標が達成されてい

ないから施策が進んでいないと言えないような指標もあったりして、指

標として適切なのかということは適宜見直しがあってもいいというふう

に思いました。 

 ただ、これは指標としていまいちだなと思ったがゆえに、指標はさて

おき、本当にちゃんと柱ができているんでしょうかというトップダウン

的な視点も持つことができたという副効用もあったかもしれません。指

標があまりうまくできてないことで、逆に実質的にどうなのかというの

をちゃんと見ることができたような気もするのですが、ただ、指標自体

はやっぱり適切であるに越したことはないので、その点は私も思いまし

た。 

 それから、アウトカムだけではなくて、やはりアウトプットの指標も

あってよいのではないか。策定当時はアウトカム重視というふうにお聞

きしたんですけれども、例えば、小学生の体力の話で言うと、体力テス

トで平均以上というのが一種のアウトカムになると思うんですけれど

も、行政としてこういう施設整備をしましたであるとか、こういう体力

向上の取組み自体をやっていますとか、アウトプットも指標に入れてい

いんじゃないかというふうに個人的には思ったところです。指標でボト
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ムアップ的に虫の目で見るということも大事ですし、指標を一旦離れ

て、本当の意味でこういう柱とかこういう施策ができているのかとか、

それが重要なのかということを見るという、トップダウンで見る目とボ

トムアップで見る目と両方大事かなというふうに思いました。 

 ２つ目は、これは先ほど申し上げた点ですが、子ども・保健福祉の分

野では数年の間に結構状況が変わっているところが時々出てきていて、

新しく対応しなければいけないとか、思った以上に人口が増えたのでこ

うなったみたいな話が結構あったような気がするので、そうした社会経

済状況の変化にやはり柔軟に対応していく必要はあると思います。10年

間の間に社会経済状況が結構変わるので、適宜見直しをしていただきた

いということがありました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 続いて、内部委員からご意見をいただいております。歌川委員のほう

から、よろしくお願いいたします。 

歌川委員  こういう使い方をすると思っていなかったので、本当にメモのように

書いてしまったんですけれども、多少加えながら言います。 

 今回、非常に勉強になりました。自分のところを施策としてもう一度

見るということができたことと、外部の先生方のご意見、視点をいただ

けたということで非常に勉強になりました。 

 先ほど松本部長からありましたけれども、私たちやはり事務事業とい

うところしか見ていなくて、今回のみらいプロジェクトの主な取組みも

ほとんどが事務事業の羅列なんですね。なので、現実的に今回の評価を

通じてその取組みの修正というのはなかなか難しいのかなという感想を

書いたのがここです。ですから、やはり毎年の予算編成ってすごく大事

なんだなという感想を持ちました。 

 あと、今回のこの評価を通じて、37も施策を並べてよかったのかどう

かというのをすごく感じたんです。先ほどの何人かの外部の先生からも

ありましたけれども、施策のレベル感というか、ボリューム感というか

は違うんじゃないか。この施策の優先度を考えるのが次の計画をつくる

ときのすごく大事なことになるのかな。一つ一つの事務事業なり施策が

やらなくていいものだとは思いませんが、例えば区役所にとって、一番

区役所が存在するところで外から見たら大事な住民基本台帳の管理なん

ていうのはこの施策に入ってこないんですけど、それは大事なんですよ

ね。でも、この計画にあるのは、ここに計画に述べてやることって何な

んだろうというふうに考えると、37全部じゃなくてもよかったのかなと

いう感じがしましたし、それからもう一つ、コミュニティだとかまちづ

くりだとか幾つかありましたけれども、区ができることに限界があるん

だという視点をもう少し明確にしないと、要するに区がこの施策の目標

を達成します。そうしないと区民の幸せにつながりません。だけどそれ
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を区ができるんですかといったらできない部分もたくさんあって、そう

いう意識がまだまだ不明確だったんだなということを反省しました。 

 あと指標についても、今までの先生方がご指摘されたけれども、やは

り指標の設定というのはとても難しくて、定量的なものじゃできない。

で、定量的にしようとすると、それが達成できたからといって施策の目

標が達成できたことにならないというようなことがあったので、そこは

多分答えは簡単に見つからないと思いますけれども、そういう施策があ

ったということが今回全部やったことによって明らかになったという意

味で、この評価委員会というのはすごく有意義だったという意味でメモ

のように書きました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 続いて、大矢委員、お願いいたします。 

大矢委員  はい。今回答える側として学識経験者の方３人からご質問を受けて、

色々な角度から質問を受けましたので、これに関しては大変参考になり

ました。我々のところでも指標に関しては、みらいプロジェクトという

中でなかなか変えられないねという話があったんですけども、先ほど出

たように、指標は変えられなくても参考になるような別のものをつくっ

たらどうかみたいな意見は、確かにそういうのはあるかなと。 

 あと、ここに書いたのは、別にこうしたほうがいいというんじゃなく

て、多分答える側の部長と、参考に入っている部長が主に学識経験者の

方とずっとやりとりしているので、評価者の部長は割とこの委員会のと

きには最後の評価のときだけ出るような形が多いと思います。一次評価

で部長が自己評価と、他者のもう一人の部長が評価していたので、二次

評価で再度答える部長はずっと学識委員とやりとりしており、二次評価

の部長は、もしかしたら、公募委員などがよりいいのかなと。そうする

と答える部長はより大変になってくるんですけど、これがいい悪いはわ

かりません。 

 いずれにしても、答える側に入ったときに、先ほど言いましたよう

に、自分だけのある程度狭い視野じゃなくて、３人からかなりいろんな

視点からやると、多角的な面での評価というのを、あるいはここに載っ

てないようなこともこの時間の中で相当指摘されていますので、かなり

勉強になるし、有意義な評価だったと思っています。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 続いて、門口委員、よろしくお願いいたします。 

門口委員  はい。私のほうもちょっと雑な書き方で、本当に申し訳ありませんで

した。また今回、二次評価ということで、外部委員の皆様と一緒に評価

をさせていただいて大変勉強になりました。ありがとうございました。

そんな中で３点ほどあります。 
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 まず１点目が「めざすべき10年後の姿」、10年間のスパンという、長

いんではないかというご意見もあったような中で、年度ごとの実施計画

がない中で、この３年目のこの時期の施策評価がどこまでの評価だとい

うところ、そこら辺のところが大変難しかったかなというふうに思って

います。それについては、やはり今後の進捗状況についてもしっかりと

勉強していかなければいけなかったのかなという、反省のところがござ

います。 

 ２点目が、評価の基準が明確ではないというところで、まず１つが何

を評価するかというところがやはり曖昧だったのかなというような気が

しています。また、評価をする点数につけても、点数基準が１から５

で、「評価できる」「やや評価できる」という評価の仕方が最後積み上

がってＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで「順調に進捗している」と。こういう形がいい

のかな、もうちょっと丁寧にしたほうがいいのかなというようなところ

がありました。 

 最後のところが、評価シートの書き込み内容、これをもう少し丁寧に

していかないと、やはり短い期間での評価というのは非常に難しいので

はないかなと。二次評価の中で質問をいただいたものについては、資料

の提出とかそういうものをさせていただきましたけども、そういうもの

がない中で、やはり言葉の中で、これはどう、これはどうというような

意見に対して適切にちゃんとしっかりと答えていかないと、こういう評

価は難しいのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 次のページをおめくりいただきますと田中委員のご意見ですが、先ほ

ど他の公務により途中退席されましたので、私のほうから読み上げさせ

ていただきたいと思います。 

 評価される側としては、指標の設け方など、外部委員から参考になる

ご指摘やご意見をいただいたので、次の計画改定時に活かしていきたい

と思います。 

 内部委員として評価する側も経験しましたが、所管外の施策や事業を

評価するのは内容をどこまで深く、あるいは詳細に理解しているかによ

って評価が変わってくると思われるので、自分が経験した、関与したこ

とのない分野の評価は自信を持って評価するのは難しいと感じました。

ただ、所管外の施策等を知ることは、今後、自分の所管の施策等と関連

する部分もあると思われるので、よい経験だったと思います。 

 以上です。 

 続いて、細越委員、よろしくお願いいたします。 

細越委員  はい。私のほうも、簡単なメモで申し訳ございませんでした。 

 今回この評価をやってみて、本当に外部の目で多角的に評価いただき

まして、自分、所管では気がつかない部分を気づかせてもらったという
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ことで非常に有意義だったと思っています。これを当然施策のブラッシ

ュアップにつなげればなと思っています。 

 ただ、その一方で、この評価の評価結果、客観性を持たすために、こ

ういう点数化するのはやむを得ないと思っているんですけれども、もう

少し工夫したほうがいいかなと思っています。例えばＡ評価であっても

課題は必ずあるはずであって、Ａであればいいというものではないと思

っています。そういったことで、例えば今後の方向性とか、または課題

を精選するような、そんな評価の仕方でもいいのかなと思います。 

 次のスパンのときにまたこういう評価をやると思うんですけれども、

例えば、今回は主な取組みと指標と今後の方向性、同じ５点配点になっ

ていますけれども、そういった配点基準を工夫するとか、少し一工夫し

て次の評価の中に反映できればなと思っています。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 続いて、松本委員、よろしくお願いいたします。 

松本委員  地域振興部長の松本でございます。 

 こちらに書かせていただきましたのは、指標の設定の難しさのことを

書きました。以前の事務事業評価のときからも含めて永遠の課題みたい

なところがあるんですけれども、難しい難しいと言っていてもしょうが

ないので、今回の分科会での議論で追加したほうがいい、あるいは不適

切と言われたことは、少なくとも最低限、次回の改定では改めるように

努めたいと感じたところでございます。 

 もう一点、ここに書かなかったんですけれども、評価シートの中で区

民アンケートの結果で「満足度」と「重要度」が載っているんですけれ

ども、例えば在住区民であれば4,000人に、この37のうちどれが重要か聞

くんですけど、それは自分のことや、自分の家族に関係すると、どうし

ても重要だと思うので点が高くなる。やっぱり自分の周りに全然関係な

い施策というのは重要度が低く、区という基礎的自治体であれば対象者

が少なくても、それだから重要度が低いかというと、そんなことはなく

て、ごく少なくてもきちんとやらなきゃいけないジャンルというのがあ

ると思いますので、この「重要度」という測り方については、一考の余

地があるのかなと思っています。少なくとも37の施策の分野を基本計画

とした定めた上では、37のうち重要度の37番目はあまり真面目にやらな

くていいということには絶対ならないと思いますので、そこはちょっと

考えてもらいたいなと思います。もちろん満足度というのはすごくどの

施策でも重要なんですけど、ただ、同じような調査方法をとっています

んで、どうしても重要だと思っていない、要はその事業に関心のない人

というのはほとんど、不満足というよりは「わからない」というほうに

マルをつけちゃう人がもう半分以上いると、結果的に満足度も低くなっ

てしまったりしているので、事務局のほうに注文として検討をお願いし
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たいと思っております。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 いただきました意見は以上ですけれども、そのほか委員の皆様から何

かご意見はございますでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 本日いただきました補足のご意見なども取りまとめまして、今後こち

らは完成させていただきたいと思います。こちら後ほど回収させていた

だきますので、退席の際に机上の上にそのまま資料を置いていただいて

お帰りくださいますようお願いいたします。 

 

４ 施策評価の今後の流れについて 

 

湯浅委員  それでは、報告書作成までのスケジュールなどにつきまして、私のほ

うからご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料７をご覧ください。施策評価の今後の流れについて簡単

にご説明をさせていただきたいと思います。 

  １番目、スケジュールでございます。今後のスケジュールと確認依

頼をお願いする内容はこちらの時期を予定してございます。 

 本日８月29日に実施いたしました行政評価委員会第２回全体会を経

て、９月の中旬～下旬に第２回全体会の議事録要旨の校正、こちら今後

取りまとめますので、こちらを各委員へ依頼させていただきたいと思い

ます。 

 10月中旬には施策評価報告書の原稿案の校正ということで、これまで

に素案を取りまとめまして、またこちらも皆様に確認をお願いしたいと

いうところでございます。 

 10月下旬に施策評価報告書の確定ということで、スケジュールを組ま

させていただいております。皆様から校正いただきましたものを委員長

及びそれぞれ皆様のご承認を経て、こちらで確定という形をとらさせて

いただきます。 

 11月下旬に確定いたしました施策評価報告書を、区の広報紙ですとか

ホームページに確定したということを掲載する運びで、同じく11月下旬

には施策評価報告書の窓口配布というような形で一般配布も行いたいと

いうように考えてございます。 

 ２番、施策評価報告書についてでございます。 

 施策評価報告書に記載する主な項目はこちらを予定してございます。

施策評価の結果の総論というのを取りまとめさせていただきたいと思っ

ておりまして、それぞれ各施策評価結果の総括表と個別評価結果、全体

の意見や提言、施策評価結果の今後の活用についてというようなところ
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と、平成30年以降の施策評価について、次の２サイクル目に向けてどの

ようにやっていくのかというようなことを報告書の中でまとめさせてい

ただきたいと思っております。 

 それから、参考資料といたしましては、行政評価の実施要綱ですとか

設置要綱、区民アンケートなどもこちら掲載させていただく予定でおり

ます。 

 以上、今後の流れのご説明ですけれども、何かご質問などございます

でしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  よろしいでしょうか。 

 それでは、それぞれ全体につきまして何かご質問などがございました

ら最後お受けさせていただきたいと思いますが、こちらもよろしいでし

ょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 

５ その他 

 

湯浅委員  それでは、最後に副委員長、委員長より一言いただきたいと思いま

す。 

 まずは副委員長の教育長から、よろしくお願いいたします。 

島崎副委員長  千代田区の教育委員会の教育長の島崎と申します。施策評価、多面的

にいただきまして、本当にありがとうございました。 

 委員からご指摘がありましたけども、例えばＢ評価の中にもＢ＋もあ

るしＢもあるしＢ－もある、と。その辺の評価の違い、差異のところを

きちんと受け止めてほしいというお話もありまして、そういう意味では

施策ごとにいただいた主な取組みとか指標ですとか、今後の方針に関す

る委員の皆様一人一人の率直なご意見を大変貴重なものと受け止めてい

ます。きちんと今後部内でもそういったご意見一つ一つを咀嚼して、改

善に向けた議論を経て、具体的な取組みとしてフィードバックしていき

たいと考えています。 

 子育て・教育でＡ評価をいただいた部分もありますけども、所管とし

てはかなり問題意識や危機感を持って取り組んでいるところです。外国

語教育についても一定評価をいただきましたけども、これから小学校の

中で外国語が教科化されたりとか、あるいは大学の入試制度が変わった

りとか、あるいはオリンピック・パラリンピック等ある中で、いかに千

代田区の外国語教育を充実させていくかということについては、かなり

の問題意識や議論をしながら取り組んでいるところです。ただ、今お話

がございましたけど、例えば国際事業を取り組む中でも、平和事業では

なくて、多文化共生的な視点が大事だというご指摘をいただいて、まさ
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にそのとおりだと思います。外国語の取組みをする中でも、そういった

視点をできるだけ取り組む中で、千代田区の子どもたちの外国語教育を

進めていきたいと思っております。 

 それから、特別支援教育についてもいろいろご意見をいただきまし

た。ほかの自治体から千代田区に異動してきた先生のお話等を伺うと、

千代田区は支援員とか指導員の配置は非常に充実しているという意見を

先生の間ではいただいています。ただ、ご指摘いただいたように、質の

向上ですとか、あるいは関係者の間の情報交換ですとか、あるいは障害

を持った子どもと、普通の、取り巻く子どもの間での共生の意識付けと

か、そういった問題はやはり大きな課題だと思っています。その辺のと

ころについてもきちんと受け止めて、議論して、改善に向けて動いてい

きたいと思います。 

 また、保育の質でも、量的には拡充しているけれども質の問題が大事

だとご指摘いただきました。かなり民間部門での保育の事業を増やして

いく中で、いろんな事件・事故の報道に接する中でも、やっぱり、単に

公と私の間での子育ての条件を統一するということと同時に、範囲が広

がるに際しての質の確保、事故の防止みたいなことも大変重要だと思い

ました。改めてその辺についても気を配っていきたいと思っています。 

 児相の設置も含めて貴重なご意見として承って、今後ともできるだけ

よりよい千代田区の教育に向けて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。いろいろありがとうございました。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 続いて、副委員長の副区長、よろしくお願いいたします。 

山口副委員長  委員の皆様、本当に短期間の中で、この37にわたる施策の目標、これ

についての評価をしていただきました。ありがとうございました。 

 そういった中で、今回いろいろそこで出た意見、ご指摘を聞いている

中で、大きく２つあるのかなと思いました。 

 １つは、私たち、基本構想に基づいて、基本構想に掲げた４つの柱と

20の課題、施策、それを実現するための37の施策の目標を立てたという

ことでございます。その建て付けとしては、それの現状と課題、課題解

決の方向性、めざすべき10年後の姿、その中で非常にこの計画を立てる

ときに中でも苦労したのが、それを実現するための主な取組みって一体

何なんだろう。その主な取組みを見ていける物差しといいますか、指

標、それをどうつくり込んでいったらいいんだろうというこの２点では

非常に苦慮した、そういった流れであります。したがいまして、今回の

施策評価のときには、この大きな建て付けと、主な取組みのあり方、指

標のあり方についていろいろ評価をいただいてご意見をいただいたのは

非常に私としては貴重なご意見であったと思っていますし、次の展開に

向けて、ぜひともこれを参考にしていきたいと思っております。 

 もう一つ大きな建て付けとして言いますと、これ、４つの柱、20の施
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策の中で施策の目標を立てたのは35です。最後の計画実現に向けて、先

ほど来ありましたように、いわゆる参画と協働、効率的な区政運営とい

うのは、これは全てにわたる分野でありますので、もう一度この基本計

画を改定していくときにはどういった建て付けにしていくことがベスト

なのかということを、改めてここのところをきっかりと検証しながら反

映してまいりたいと思っております。 

 あと、この指標につきましては、本当は今後もいろいろなご意見をい

ただきたい。この時点が指標を変えることができないとするのであれ

ば、補助指標の設定等も含めながら、ご意見を賜りながら次の展開に持

っていきたいと思っております。 

 改めまして、この短期間の中でのいろいろな評価に対して、本当に敬

意を表したいと思います。ありがとうございました。 

湯浅委員  最後に、委員長である区長から、一言よろしくお願いいたします。 

石川委員長  いろいろありがとうございました。ものすごく勉強になりました。 

 随分私のほうに施策なり事業でボールが投げられたと私は思っており

ます。当然のごとく、今回の行政評価委員会から出されました個別の中

身、あるいは施策、あるいは事業等がこういうことを考えたらどうだと

いうことがかなり出てきておりますが、それは我々のほうにボールが投

げられたと思っております。 

 資料３にありますように、実施スケジュールで29年９月から予算、組

織等への反映ということが出ていますので、今日のお話を今度は受け

て、各事業部がどのように来年度の予算等に向けてお話の点を出してく

るかというのは、私は大いなる宿題だと思っています。なぜかといいま

すと、資料２にもありますように、平成30年度は一次評価をやりますけ

ど、一方では世論調査等で指標の実績値を調べるということになると、

当然来年度の予算の反映をしないと、この資料２、資料３のつじつまが

合わなくなる。それから２点目は、これは私のほうが最初にお話をすれ

ばよかったんですけど、どういう報告書になるかということになると、

今日のそれぞれの分科会の報告書なり先生方のご意見もそうですが、で

きるならば一次評価と二次評価をセットで、もちろんこういう評価の基

準は違うんでしょうけど、一次評価と二次評価をそれぞれの項目をセッ

トで出す。そうすると、必ず内部評価がどうなのかという議論になると

思います。もちろんこのように主な取組み、指標、今後の方針だとか点

数は一次評価で入っていないのですが、セットで例えば、一次評価がど

うで二次評価はどうだということを全部比較するように出すべきだと私

は思っております。それが、これからの施策をつくる上で、あるいは中

の評価のあり方を再度検証することになると思います。 

 いろいろなご意見がありましたけど、私はそういうふうに捉えてまと

めをそうしたいと思っています。くどいようですけど、来年の予算要求

に対して、今日のお話を受けて、将来基本計画を改定するときに指標の
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見直しをしなければいけない、あるいは施策を考えなければいけないと

いう意味での提案もある。ですから、そういうことを含めて予算で中身

が出てくることが今日の学識委員の皆さんからいただいたお話を受け止

めることになるだろうと思います。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

湯浅委員   以上をもちまして、本日の議事は全て終了となります。皆様ありが

とうございました。 

 


